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中
華
人
民
共
和
国
建
国
初
期
の
幹
部
問
題
（
一
九
四
九
～
一
九
五
三
）

中

村

楼

蘭

中華人民共和国建国初期の幹部問題（1949－1953）

一
、
間
題
の
所
在

二
、
幹
部
問
題

三
、
補
　
　
充
一

四
、
育
成
・
訓
練

五
、
審
査
・
監
督

六
、
配
　
　
置

七
、
結
　
　
語

一
、
間
題
の
所
在

　
中
国
は
近
年
、
近
代
化
実
現
の
た
め
の
有
効
な
党
・
政
府
組
織
の
建
設
に
努
力
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
各
組
織
の
「
幹
部
」
の
資
質

に
関
わ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
政
治
性
・
階
級
性
の
欠
如
、
官
僚
主
義
、
業
務
能
力
の
不
足
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．
幹
部
は
各
組
織
の
指

導
・
管
理
に
責
任
を
も
つ
人
員
で
あ
る
だ
け
に
そ
の
問
題
は
重
大
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
今
日
、
幹
部
問
題
の
是
正
は
中
国
に
お
け
る
最
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（
1
）

大
の
政
治
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
は
既
に
延
安
期
に
存
在
し
て
お
り
、
一
九
四
九
年
以
降
も
経
常
的
に
存
続
し
て
き

（
2
）

た
。

　
本
稿
は
、
特
に
政
府
及
び
そ
の
所
属
部
門
の
幹
部
の
質
的
問
題
に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
発
生
源
な
い
し
助
長
要
因
を
分
析
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
、
幹
部
管
理
の
側
面
に
主
眼
を
置
ぎ
、
中
で
も
補
充
、
育
成
・
訓
練
、
審
査
・
監
督
、
配
置
（
転
換
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
各
項
目
を
取
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
幹
部
管
理
は
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
分
野
で
あ
り
、
本
研
究
は
か
か
る
幹
部

管
理
研
究
の
補
充
と
い
う
側
面
を
有
す
る
。

　
次
に
本
稿
で
扱
う
時
期
の
設
定
で
あ
る
が
、
一
九
四
九
年
一
〇
月
か
ら
一
九
五
三
年
後
半
ま
で
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、

第
一
に
こ
の
時
期
、
・
整
風
運
動
、
反
革
命
鎮
圧
運
動
、
三
反
五
反
運
動
、
土
地
改
革
等
が
展
開
さ
れ
、
幹
部
間
題
が
活
発
に
指
摘
さ
れ
て

お
り
、
建
国
初
期
の
幹
部
問
題
を
抽
出
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
一
九
五
三
年
の
後
半
に
は
第
二
次
全
国
組
織

工
作
会
議
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
以
後
第
一
次
五
力
年
計
画
・
過
渡
期
の
総
路
線
を
担
う
幹
部
の
養
成
を
目
指
し
た
幹
部
管
理
制
度
の
補

強
・
修
正
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
幹
部
管
理
史
上
の
一
つ
の
分
岐
点
と
な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
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二
、
幹
部
問
題

　
こ
こ
で
は
、
当
時
の
幹
部
の
質
的
問
題
に
つ
い
て
示
し
て
お
く
。
な
お
、
中
国
側
が
主
張
す
る
質
的
問
題
は
政
治
性
・
階
級
性
の
欠
如
、

業
務
能
力
の
不
足
、
業
務
態
度
の
劣
悪
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
政
治
性
・
階
級
性
の
欠
如
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
建
国
以
来
一
部
の
国
家
工
作
人
員
は
そ
の
「
旧
思
想
・
旧
作
風
」
が
徹
底
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
改
造
さ
れ
ず
、
都
市
で
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
腐
敗
し
た
思
想
」
に
よ
る
侵
食
を
受
け
て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
一
九
五
二

年
後
半
に
な
っ
て
も
安
子
文
・
中
央
人
事
部
部
長
が
一
部
の
幹
部
の
思
想
は
ま
だ
改
造
が
ひ
ど
く
不
徹
底
で
あ
り
、
特
に
一
部
の
旧
知
識
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（
5
）

分
子
幹
部
に
は
雇
わ
れ
意
識
や
単
純
な
技
術
重
視
、
政
治
不
問
の
傾
向
が
存
在
し
ま
だ
完
全
に
克
服
さ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
た
。

　
業
務
能
力
の
不
足
は
具
体
的
に
政
策
の
理
解
力
や
実
行
力
、
さ
ら
に
実
行
段
階
で
派
生
す
る
問
題
に
た
い
す
る
処
理
能
力
の
不
足
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

っ
た
形
で
現
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
問
題
は
建
国
以
前
と
同
様
、
幹
部
の
読
み
書
き
能
力
・
教
養
を
含
む
文
化
水
準
の
低
さ
、
業
務
経
験

の
不
足
↑
熟
練
度
の
低
さ
）
・
専
門
的
な
技
術
・
知
識
の
不
足
に
起
因
し
て
い
た
。

　
幹
部
の
文
化
水
準
の
低
さ
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
一
九
五
三
年
九
月
の
統
計
で
軍
幹
部
を
除
く
全
幹
部
の
中
の
半
数
以
上
が
初
級
中
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
文
化
水
準
に
達
し
て
お
ら
ず
、
少
数
の
幹
部
は
ま
だ
文
盲
で
あ
っ
た
。
個
別
的
な
事
例
と
し
て
陳
西
省
の
場
合
を
示
し
て
お
く
と
、
一

九
五
〇
年
に
区
級
以
上
の
幹
部
で
文
化
水
準
が
初
中
以
下
の
者
は
全
体
の
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
、
五
三
年
に
な
っ
て
も
、
高
小
以
下

の
幹
部
が
四
一
、
九
八
六
人
お
り
、
そ
の
内
訳
は
省
級
一
、
〇
二
五
人
、
専
区
級
一
．
五
〇
一
人
、
県
級
九
、
三
一
六
人
、
区
郷
級
三
〇
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

一
四
四
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
幹
部
の
半
数
以
上
が
文
盲
・
半
文
盲
で
あ
っ
た
。
ま
た
．
業
務
経
験
並
び
に
専
門
的
な
技

術
・
知
識
の
欠
如
は
特
に
工
業
関
係
の
幹
部
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
李
富
春
・
財
政
経
済
委
員
会
副
主

任
は
、
我
々
は
「
設
計
能
力
を
欠
い
て
お
り
、
大
規
模
な
先
進
的
な
技
術
基
準
に
合
っ
た
工
場
・
鉱
山
・
企
業
を
設
計
す
る
経
験
に
欠
け

て
い
る
」
、
「
工
業
建
設
の
各
方
面
の
技
術
的
人
材
を
欠
い
て
い
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
改
善
策
と
し
て
ソ
連
の
経
験
や
技
術
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

準
を
導
入
し
て
幹
部
・
技
術
者
を
養
成
す
る
こ
と
、
同
時
に
旧
技
術
人
員
を
引
続
き
改
造
し
て
い
く
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
業
務
態
度
上
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要
な
内
容
は
官
僚
主
義
、
命
令
主
義
、
法
規
規
律
違
反
、
腐
敗
・
汚
職

等
で
あ
っ
た
。
官
僚
主
義
、
命
令
主
義
、
法
規
規
律
違
反
に
関
し
て
い
え
ば
、
既
に
一
九
五
〇
年
に
安
子
文
が
下
級
幹
部
の
間
で
脅
迫
命

令
・
大
衆
か
ら
の
遊
離
が
か
な
り
深
刻
で
、
官
僚
主
義
化
も
進
ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
た
し
、
五
三
年
一
月
に
は
党
中
央
が
「
官
僚
主
義
、

命
令
主
義
及
び
法
規
・
規
律
違
反
に
反
対
す
る
こ
と
に
関
す
る
指
示
」
を
発
し
、
党
・
政
府
内
の
官
僚
主
義
、
命
令
主
義
、
法
規
規
律
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

反
行
為
に
対
す
る
注
意
と
闘
争
を
呼
び
か
け
、
こ
れ
ら
が
非
常
に
長
期
に
及
ぶ
大
き
な
間
題
に
な
る
と
予
測
し
て
い
た
。
ま
た
、
二
月
に

安
子
文
は
党
・
政
府
の
中
央
・
大
行
政
区
・
省
市
・
専
区
・
県
の
各
級
機
関
に
官
僚
主
義
が
存
在
し
一
部
の
高
級
幹
部
は
法
規
違
反
を
犯
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（
11
）

し
て
い
る
と
述
べ
指
導
幹
部
を
批
判
し
、
七
月
二
六
日
付
け
『
人
民
日
報
』
の
社
説
「
積
極
的
か
つ
安
定
的
に
反
官
僚
主
義
闘
争
を
指
導

し
よ
う
」
は
、
ま
ず
指
導
的
な
幹
部
の
官
僚
主
義
を
是
正
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
腐
敗
・
汚
職
に
た
い
し
て
も
厳
し

い
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
一
月
の
薄
一
波
・
中
央
人
民
政
府
節
約
検
査
委
員
会
主
任
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

三
反
運
動
発
動
か
ら
一
ヵ
月
で
中
央
政
府
の
二
七
の
単
位
で
摘
発
さ
れ
た
汚
職
者
は
一
、
六
七
〇
余
人
に
達
し
た
。
結
局
、
三
反
五
反
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）

動
に
よ
っ
て
五
二
年
半
ば
ま
で
に
国
家
工
作
人
員
の
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
汚
職
・
浪
費
・
官
僚
主
義
の
罪
状
で
処
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
こ
う
し
た
幹
部
問
題
の
発
生
源
な
い
し
助
長
要
因
を
幹
部
の
補
充
、
育
成
・
訓
練
、
審
査
・
監
督
、
配
置
（
転
換
）
の
各
項
目

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

268

三
、
補

充

　
全
国
人
民
代
表
大
会
が
開
催
さ
れ
る
以
前
、

た
．

基
本
的
に
政
府
幹
部
の
補
充
は
次
の
二
つ
の
段
階
を
経
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

　
e
　
第
閣
段
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
第
一
段
階
は
各
会
議
に
よ
る
選
出
で
あ
る
。
中
央
人
民
政
府
委
員
会
の
人
員
は
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
全
体
会
議
に
よ
っ
て
、
地
方

政
府
委
員
会
の
人
員
は
地
方
人
民
代
表
大
会
の
職
権
を
代
行
し
た
地
方
各
界
人
民
代
表
会
議
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た

　
　
（
1
5
）

の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
地
方
各
界
人
民
代
表
会
議
は
統
一
戦
線
政
策
に
基
づ
い
て
各
社
会
階
層
か
ら
選
挙
や
推
薦
・
「
協
商
」
で
選
ば
れ
た
代
表
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
初
、
人
民
代
表
を
広
範
な
社
会
階
層
か
ら
選
出
し
て
人
民
代
表
会
議
を
構
成
す
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る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
地
方
人
民
代
表
大
会
の
職
権
を
代
行
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
各
界
人
民
代
表
会
議
は
一
九
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

年
一
〇
月
で
市
級
の
三
分
の
二
，
県
級
の
三
分
の
一
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
は
単
な
る
諮
問
機
関
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
比
較
的
多
く
の
地

区
で
人
民
代
表
会
議
は
政
府
幹
部
に
た
い
す
る
選
出
権
を
保
有
せ
ず
．
上
級
の
政
府
機
関
な
い
し
各
地
の
軍
事
機
関
が
幹
部
の
任
命
を
実

施
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
に
お
い
て
、
第
一
段
階
の
幹
部
選
出
は
実
態
と
し
て
各
界
人
民
代
表
会
議
及
び
上
級
の
政
府
・
軍
事

機
関
が
並
行
し
て
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
な
お
、
各
界
人
民
代
表
会
議
の
構
成
員
と
し
て
共
産
党
員
及
び
そ
の
同
調
者
が
一
定
程
度
選
出
さ
れ
、
そ
の
中
か
ら
政
府
委
員
会
委
員

が
選
出
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
党
員
の
政
府
幹
部
隊
列
へ
の
補
充
は
、
一
見
幹
部
の
資
質
を
保
証
し
た
よ
う
に
見
え
る
．

し
か
し
、
一
九
五
三
年
二
月
の
党
中
央
の
「
幹
部
審
査
に
関
す
る
決
定
」
は
旧
幹
部
の
中
に
ま
だ
少
数
な
が
ら
審
査
を
経
て
い
な
い
者
、

審
査
を
経
た
が
一
部
の
問
題
に
つ
い
て
不
明
瞭
な
者
、
当
時
は
問
題
が
な
い
と
見
な
さ
れ
た
が
後
に
問
題
を
生
じ
て
い
る
者
が
い
る
と
述

ぺ
て
お
り
、
党
員
の
中
の
旧
幹
部
さ
え
も
そ
の
資
質
に
不
安
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
し
か
も
、
決
定
は
解
放
後
経
歴
不
明
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

新
幹
部
が
相
当
数
存
在
し
反
革
命
分
子
さ
え
少
数
な
が
ら
内
部
に
潜
ん
で
い
る
と
述
べ
、
新
幹
部
に
さ
ら
に
多
く
の
資
質
上
の
問
題
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
に
建
国
前
後
の
入
党
者
が
郷
長
等
の
下
級
幹
部
に
す
ぐ
に
採
用
さ
れ
、
し
ば
し
ば
問
題
を
引
き

　
　
　
　
（
1
9
）

起
こ
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
第
一
段
階
か
ら
既
に
一
部
の
党
員
幹
部
が
抱
え
て
い
た
資
質
上
の
問
題
が
政
府
幹
部
隊
列
に
持
ち
込
ま
れ
る

可
能
性
が
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
九
五
二
年
に
八
五
四
県
の
人
民
代
表
会
議
で
統
計
を
と
っ
た
結
果
、
農
民
代
表
が
占
め
て
い
た
比
率
は
全
体
の
五
一
・
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

パ
ー
セ
ソ
ト
で
あ
り
、
労
働
者
代
表
は
そ
れ
よ
り
比
率
が
下
が
る
も
の
の
四
一
市
の
統
計
で
…
二
・
五
パ
ー
セ
ソ
ト
を
占
め
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
人
的
構
成
が
幹
部
の
選
出
に
反
映
さ
れ
れ
ば
労
農
出
身
者
に
よ
く
み
ら
れ
た
傾
向
、
つ
ま
り
一
般
的
な
文
化
水
準
の
低
さ
・
専

門
技
術
や
知
識
の
不
足
が
幹
部
隊
列
に
持
ち
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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⇔
　
第
二
段
階

　
第
二
段
階
で
は
基
本
的
に
、
第
一
段
階
で
選
出
さ
れ
た
各
級
政
府
委
員
会
並
び
に
中
央
人
民
政
府
委
員
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
政
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

院
が
幹
部
の
任
命
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
実
際
に
各
級
政
府
委
員
会
や
政
務
院
が
独
自
に
幹
部
を
任
命
す
る
こ
と

が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
五
三
年
四
月
二
〇
日
の
党
中
央
組
織
部
の
「
政
府
幹
部
の
任
免
手
続
き
に
関
す
る
通
知
」
は
、
中
央
人

民
政
府
な
い
し
政
務
院
の
任
免
範
囲
に
属
す
る
幹
部
を
任
免
す
る
場
合
、
中
央
人
民
政
府
な
い
し
政
務
院
が
任
免
す
る
前
に
党
内
の
幹
部

管
理
規
定
に
照
ら
し
て
審
査
を
受
け
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
．
す
な
わ
ち
、
①
党
中
央
の
管
理
に
属
す
る
幹
部

に
つ
い
て
は
省
（
市
）
委
員
会
が
中
央
局
に
通
達
し
さ
ら
に
中
央
の
審
査
に
回
す
、
②
党
中
央
局
の
管
理
に
属
す
る
幹
部
に
つ
い
て
は
省

（
市
）
委
員
会
が
中
央
局
に
通
達
す
る
、
そ
し
て
中
央
な
い
し
中
央
局
の
承
認
を
待
っ
て
人
民
政
府
の
人
事
部
門
が
任
免
手
続
き
を
申
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
各
級
人
民
政
府
や
政
務
院
が
幹
部
を
任
命
す
る
前
に
各
級
党
委
員
会
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

党
員
・
幹
部
の
質
的
な
間
題
が
政
府
幹
部
隊
列
に
影
響
を
及
ぽ
す
可
能
性
は
こ
こ
で
も
十
分
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の

任
命
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
幹
部
は
選
出
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
幹
部
に
比
較
し
て
は
る
か
に
広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
第
二
段
階
が
量

的
に
は
幹
部
補
充
の
主
体
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
任
命
の
対
象
と
な
っ
た
幹
部
候
補
者
は
以
下
に
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
経
路
を
へ
て
集
め
ら
れ
て
い
た
。
以
下
、
幹
部
候
補
者
の
主
要

な
収
集
経
路
と
そ
の
問
題
点
を
示
す
。

　
［
軍
幹
部
の
転
業
］
　
一
九
五
二
年
に
中
央
は
転
業
す
る
軍
幹
部
を
五
つ
の
範
疇
に
分
け
た
。
そ
の
う
ち
の
「
第
五
類
」
の
幹
部
は
地
方
工

作
の
骨
幹
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
か
な
り
優
秀
な
軍
幹
部
で
あ
っ
た
が
、
「
第
一
類
」
の
幹
部
は
労
農
出
身
の
旧
幹
部
で
あ
り
政
治

的
に
は
信
頼
で
き
る
も
の
の
高
齢
で
体
も
弱
く
文
化
水
準
が
低
か
っ
た
し
、
「
第
四
類
」
の
幹
部
は
軍
隊
工
作
に
適
さ
な
い
青
年
知
識
分

子
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
軍
は
必
ず
し
も
優
秀
な
人
材
を
選
抜
し
て
政
府
工
作
に
転
業
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
面
に
お
い
て
軍
隊
生

活
に
不
適
格
な
余
剰
幹
部
を
他
の
部
署
に
転
用
す
る
た
め
に
転
業
工
作
を
進
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
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な
お
、
転
業
幹
部
に
は
転
業
前
に
二
〇
日
か
ら
一
ヶ
月
の
集
中
訓
練
が
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
．
し
か
し
、
彼
ら
が
こ
の
訓
練

で
新
し
い
職
場
の
知
識
を
十
分
に
修
得
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
．
と
い
う
の
も
「
第
一
類
」
幹
部
の
場
合
特
に
文
化

水
準
が
低
か
っ
た
し
、
訓
練
期
間
が
比
較
的
短
か
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
六
二
年
か
ら
六
四
年
に
か
け
て
訓
練
期
間
が
ニ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

月
前
後
と
倍
加
さ
れ
た
の
は
そ
の
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　
軍
幹
部
の
転
業
は
、
幹
部
の
政
治
性
は
と
も
か
く
、
技
術
・
知
識
或
は
政
府
工
作
へ
の
適
応
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
保
証
し
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
冒
等
学
校
・
中
等
専
業
学
校
等
の
卒
業
生
の
吸
収
］
中
央
人
事
部
が
全
国
的
規
模
で
統
一
的
に
卒
業
生
を
国
家
工
作
人
員
と
し
て
吸
収
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

職
務
の
配
分
を
行
な
っ
て
い
た
。

　
こ
の
補
充
経
路
の
実
態
を
理
解
す
る
た
め
に
建
国
初
期
の
高
等
・
中
等
専
業
学
校
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
普
通
高
等
学

校
は
一
九
五
一
年
の
二
〇
六
校
を
頂
点
と
し
て
五
三
年
に
は
一
八
一
校
と
減
少
し
た
が
、
在
校
生
数
は
四
九
年
の
二
万
六
千
余
人
が
五

三
年
に
は
二
一
万
二
千
余
人
に
、
専
任
教
師
数
も
四
九
年
の
一
万
六
千
余
人
か
ら
五
三
年
に
は
三
万
三
千
余
人
に
倍
増
し
て
い
た
。
中
等

専
業
学
校
は
一
九
四
九
年
に
一
、
一
七
一
校
で
あ
っ
た
も
の
が
五
三
年
に
は
一
、
四
三
八
校
と
な
り
、
在
校
生
数
、
専
任
教
師
数
も
そ
れ

ぞ
れ
四
九
年
の
二
二
万
八
千
余
人
、
一
万
五
千
余
人
か
ら
五
三
年
に
は
六
六
万
八
千
余
人
、
三
万
六
千
余
人
に
急
増
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

の
学
校
か
ら
卒
業
生
が
幹
部
候
補
と
し
て
輩
出
さ
れ
た
が
、
具
体
的
に
高
等
学
校
、
中
等
専
業
学
校
の
卒
業
生
は
そ
れ
ぞ
れ
一
九
四
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

に
は
一
二
、
三
五
三
人
、
七
一
、
七
六
九
人
で
あ
り
、
五
三
年
に
は
四
八
、
〇
九
一
人
、
一
一
八
、
一
五
四
人
と
な
っ
て
い
た
．
こ
れ
ら

の
学
校
が
産
出
す
る
幹
部
候
補
者
の
量
的
な
発
展
は
顕
著
で
あ
っ
た
．
し
か
し
、
当
時
、
高
等
学
校
、
中
等
専
業
学
校
の
卒
業
生
以
外
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
26
）

大
量
の
中
学
生
を
吸
収
し
短
期
間
の
訓
練
を
施
し
た
後
に
幹
部
職
に
配
分
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
、
高
等
学
校
・
中
等
専
業
学
校
か
ら

の
補
充
は
膨
大
な
幹
部
需
要
を
満
た
す
の
に
十
分
で
な
か
っ
た
と
い
え
る
．
し
か
も
、
こ
の
補
充
経
路
は
幹
部
候
補
者
の
質
的
な
保
証
を

十
分
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
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そ
の
第
一
の
原
因
は
、
学
校
の
教
員
の
質
的
限
界
及
び
量
的
不
足
で
あ
る
．
例
え
ば
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て
中
等
専
業

学
校
に
お
い
て
専
任
教
師
一
人
が
負
担
し
た
生
徒
数
は
そ
れ
ぞ
れ
一
四
・
六
九
、
一
四
・
四
七
、
一
五
・
四
二
、
一
八
・
一
九
、
一
八
・

二
〇
人
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
一
九
八
○
年
か
ら
八
三
年
の
九
・
六
七
、
七
・
八
七
、
六
・
九
五
、
七
二
三
人
に
比
べ
て
は
る
か
に
高
い

　
　
　
　
　
（
2
7
）

数
字
で
あ
っ
た
。
中
等
専
業
学
校
の
教
員
不
足
は
明
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
等
学
校
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
三
年
末
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
28
）

も
「
在
来
の
教
員
の
数
は
非
常
に
少
な
く
、
彼
ら
が
修
学
し
た
知
識
も
一
定
の
限
界
性
を
有
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
量
的
不

足
と
質
的
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
原
因
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
へ
の
中
学
教
員
・
生
徒
の
動
員
に
よ
る
中
学

の
授
業
の
質
的
低
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。
当
時
の
中
国
の
新
聞
は
し
ば
し
ば
、
高
等
教
育
の
基
礎
を
培
う
中
学
の
段
階
で
生
徒
・
教
員
が
頻

繁
に
動
員
さ
れ
授
業
に
専
念
で
き
ず
、
中
等
専
業
学
校
の
授
業
の
質
的
低
下
が
生
じ
高
等
学
校
の
授
業
に
困
難
が
生
じ
て
い
る
と
報
じ
て

　
（
2
9
）

い
た
。
第
三
に
、
各
学
校
の
党
組
織
な
い
し
党
幹
部
の
教
員
に
た
い
す
る
冷
遇
が
指
摘
で
き
よ
う
。
例
え
ば
高
等
学
校
で
は
、
対
知
識
分

子
政
策
を
担
当
す
る
党
幹
部
が
「
老
教
師
」
と
称
さ
れ
た
建
国
以
前
か
ら
の
教
員
の
役
割
を
重
視
せ
ず
、
彼
ら
を
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン

主
義
に
た
い
す
る
理
解
度
だ
け
で
判
断
し
、
い
わ
ゆ
る
旧
社
会
で
養
成
さ
れ
欧
米
の
知
識
・
技
術
を
持
っ
て
い
た
彼
ら
に
た
い
し
て
粗
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

な
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
「
老
教
師
」
が
教
育
工
作
に
消
極
的
に
な
る
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
［
労
働
者
．
農
民
及
び
社
会
の
遊
休
人
員
・
失
業
青
年
等
［
般
か
ら
の
採
毘
　
特
に
労
働
者
か
ら
幹
部
を
選
抜
す
る
こ
と
は
共
産
党
の
政
治
原

則
に
関
わ
り
、
当
時
の
幹
部
選
抜
工
作
の
重
要
課
題
と
さ
れ
た
．
労
働
者
は
企
業
の
民
主
改
革
・
生
産
改
革
、
抗
米
援
朝
運
動
、
反
革
命

鎮
圧
運
動
、
愛
国
増
産
運
動
、
三
反
五
反
運
動
を
通
じ
て
そ
の
積
極
分
子
が
抽
出
さ
れ
、
さ
ら
に
幹
部
に
選
抜
さ
れ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

東
北
の
一
部
地
域
だ
け
で
建
国
後
三
年
間
に
八
万
四
千
余
人
の
労
働
者
出
身
の
幹
部
が
養
成
・
選
抜
さ
れ
た
。
農
民
も
革
命
戦
争
以
来
の

労
働
者
の
信
頼
で
き
る
同
盟
者
と
し
て
、
建
国
後
も
土
地
改
革
等
の
運
動
や
闘
争
の
中
で
積
極
分
子
と
し
て
抽
出
さ
れ
新
幹
部
に
選
抜
さ

　
　
　
（
32
）

れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
労
働
者
・
農
民
は
一
般
に
比
較
的
文
化
水
準
が
低
く
専
門
技
術
・
知
識
も
不
足
し
、
い
わ
ゆ
る
「
才
」
の
面
で
の
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不
適
格
者
で
あ
り
、
そ
の
補
充
は
幹
部
隊
列
の
業
務
能
力
面
で
の
停
滞
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
欠
点

は
闘
争
の
中
で
彼
ら
が
発
揮
し
た
高
い
政
治
性
、
す
な
わ
ち
「
徳
」
に
免
じ
て
容
認
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
．
安
子
文
は
幹
部
選
抜
に
際
し

て
文
化
水
準
や
技
術
水
準
の
み
を
強
調
す
る
傾
向
、
つ
ま
り
「
才
」
を
重
視
し
「
徳
」
を
軽
視
す
る
思
想
が
労
農
幹
部
の
選
抜
に
特
に
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
33
）

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
批
判
し
、
労
農
幹
部
の
選
抜
に
当
た
っ
て
は
「
才
」
の
不
足
を
「
徳
」
で
補
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
社
会
の
遊
休
人
員
・
失
業
青
年
に
つ
い
て
は
、
特
に
一
九
五
一
年
の
政
務
院
命
令
が
経
歴
を
厳
格
に
審
査
す
べ
き
で
失
業
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

み
採
用
し
在
職
者
は
一
般
に
採
用
し
な
い
と
し
て
、
そ
の
採
用
枠
を
設
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
失
業
者
の
優
先
的
な
採
用
は
有
能
な
人
材

を
選
抜
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
効
率
的
で
は
な
く
、
一
面
に
お
い
て
失
業
中
の
知
識
分
子
等
に
た
い
す
る
救
済
の
側
面
を
有
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
［
各
界
人
民
代
表
会
議
の
人
民
代
表
の
吸
収
］
　
人
民
代
表
の
吸
収
に
つ
い
て
、
謝
覚
哉
・
内
務
部
部
長
は
建
国
後
人
民
代
表
会
議
は
大
量
の

幹
部
を
養
成
し
た
と
述
べ
、
具
体
的
に
甘
粛
省
会
川
県
で
は
五
〇
〇
余
人
の
人
民
代
表
を
吸
収
し
県
・
区
・
郷
の
幹
部
と
し
た
と
明
言
し

　
（
35
）

て
い
た
。
し
か
し
、
人
民
代
表
は
前
述
の
質
的
な
問
題
を
内
包
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
［
国
民
党
政
権
の
官
僚
・
技
術
者
の
留
用
］
　
こ
れ
は
専
門
技
術
人
員
が
極
端
に
不
足
し
て
い
た
建
国
期
の
特
色
あ
る
補
充
形
態
で
あ
っ
た
。

共
産
党
は
専
門
技
術
人
員
の
欠
如
を
補
う
た
め
に
国
民
党
政
権
の
官
僚
や
技
術
者
、
い
わ
ゆ
る
「
旧
人
員
」
を
大
規
模
に
「
留
用
」
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
留
用
幹
部
は
一
九
五
一
年
四
月
当
時
約
四
〇
万
人
に
上
っ
た
。
当
時
の
幹
部
総
数
が
一
七
五
万
前
後
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

か
ら
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
大
規
模
な
補
充
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
建
国
後
わ
ず
か
の
間
に
多
量
の
幹
部
が
補
充
さ
れ
た
だ
け
に
．

留
用
幹
部
の
政
治
的
経
歴
に
つ
い
て
の
審
査
や
思
想
改
造
は
十
分
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
薄
一
波
は
幹
部
の
汚
職
・
浪
費
・

官
僚
主
義
の
原
因
に
つ
い
て
言
及
し
た
際
、
「
革
命
勝
利
後
に
大
量
の
旧
思
想
・
旧
作
風
を
抱
き
、
改
造
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
旧
反
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

政
府
の
工
作
人
員
が
人
民
政
府
及
び
国
営
企
業
の
中
に
加
わ
っ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
専
門
技
術
・
知
識
が
豊
富
で
文
化
水
準
も
高
く
、
厳
格
な
政
治
性
・
規
律
性
を
有
す
る
新
幹
部
が
補
充
さ
れ
る
こ
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と
を
期
待
す
る
の
は
不
可
能
で
、
多
大
な
問
題
を
抱
え
た
新
幹
部
が
幹
部
隊
列
の
中
に
大
量
に
吸
収
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
幹
部
補
充
の
諸
問
題
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
基
本
的
な
も
の
と
し
て
幹
部
の
絶
対
的
不
足
と
そ
の
不
足
を
迅
速
に
補
お
う
と

す
る
新
政
権
の
意
図
が
存
在
し
て
い
た
。
建
国
初
期
の
幹
部
の
急
増
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
例
え
ば
一
九
五
一
年
四
月
当
時
、

幹
部
総
数
は
約
一
七
五
万
人
で
、
そ
の
う
ち
四
九
年
以
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
が
一
一
〇
万
以
上
も
い
た
。
し
か
も
、
な
お
数
十
万
人
の

幹
部
が
不
足
し
、
財
政
経
済
部
門
の
幹
部
を
中
心
に
大
量
に
補
充
す
る
必
要
性
が
主
張
さ
れ
、
五
一
年
以
後
も
急
速
な
増
強
が
図
ら
れ
た

　
　
　
（
38
）

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
、
失
業
問
題
や
余
剰
軍
幹
部
の
問
題
、
教
育
機
関
・
教
員
の
不
足
や
労
働
者
・
農
民
の
文
化
的
停
滞
と

い
っ
た
建
国
期
特
有
の
環
境
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
当
時
の
補
充
上
の
限
界
は
建
国
期
と
い
う
時
代
的
な
制
約
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
は
い
え
、
幹
部
補
充
の
障
害
と
な
っ
た
も
う
一
つ
の
背
景
と
し
て
主
体
的
な
間
題
、
つ
ま
り
幹
部
を
選
抜
し
て
い
た
側
の
問
題
も
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
実
際
、
一
九
五
二
年
に
、
安
子
文
は
「
指
導
者
」
が
新
幹
部
を
選
抜
す
る
際
に
、
新
幹
部
や
積
極
分
子
を
信

じ
よ
う
と
し
な
い
「
保
守
思
想
」
、
大
局
を
顧
み
な
い
「
本
位
主
義
思
想
」
、
「
徳
」
を
軽
視
し
「
才
」
の
み
を
強
調
す
る
観
点
そ
し
て
選

抜
工
作
を
真
剣
に
行
な
わ
な
い
傾
向
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
誤
っ
た
思
想
や
観
点
に
た
い
し
て
引
続
き
闘
争
を
進
め
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
幹
部
の
任
命
は
各
政
府
部
門
を
管
理
し
て
い
た
各
級
党
委
員
会
が
決

定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
こ
で
い
う
「
指
導
者
」
の
問
題
と
は
結
局
党
委
員
会
を
構
成
し
た
党
幹
部
の
間
題
で
あ
っ
た
。
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四
、
育
成
・
訓
練

補
充
過
程
に
お
け
る
欠
陥
を
補
う
た
め
に
幹
部
教
育
が
重
要
で
あ
っ
た
。

の
で
あ
っ
た
。

建
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初
期
、
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部
教
育
に
従
事
し
た
機
関
は
次
の
よ
う
な
も
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ま
ず
、
党
・
政
幹
部
の
教
育
制
度
の
頂
点
に
は
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
学
院
が
置
か
れ
て
い
た
．
学
院
は
党
・
政
・
軍
の
高
級
幹
部
及

び
理
論
宣
伝
幹
部
の
養
成
を
主
要
目
的
と
し
、
入
学
志
願
者
に
は
高
度
な
知
識
と
政
治
性
が
要
求
さ
れ
原
則
と
し
て
入
学
試
験
が
実
施
さ

（
4
0
）

れ
た
。
ま
た
学
院
は
校
内
の
学
習
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
実
地
訓
練
も
行
な
っ
た
。
例
え
ば
、
学
院
は
学
生
↑
幹
部
）
を
「
南
下
工
作
団
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
41
）

に
編
成
し
て
華
南
の
土
地
改
革
に
派
遣
し
、
農
村
の
土
地
改
革
を
実
地
に
体
験
さ
せ
農
民
指
導
の
技
術
を
修
得
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
学
院
↑
中
央
党
校
）
の
下
に
中
級
党
校
・
初
級
党
校
が
置
か
れ
、
党
政
機
関
の
中
級
・
初
級
幹
部
が
養
成
さ
れ
た
。

さ
ら
に
各
種
の
幹
部
学
校
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
専
門
幹
部
育
成
を
目
的
と
し
た
も
の
が
専
業
幹
部
学
校
、
一
般
工
作
幹
部
の

育
成
を
目
的
と
し
た
も
の
が
幹
部
文
化
補
習
学
校
で
あ
っ
た
。
な
お
、
専
門
幹
部
の
育
成
機
関
で
あ
る
が
、
専
業
幹
部
学
校
以
外
に
よ
り

正
規
の
機
関
と
し
て
中
国
人
民
大
学
及
び
そ
れ
に
類
似
す
る
学
校
が
建
設
さ
れ
た
．
ま
た
、
幹
部
文
化
補
習
学
校
の
中
に
は
文
化
補
習
班
、

文
化
補
習
学
校
、
工
農
速
成
学
校
、
幹
部
文
化
学
校
等
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
他
に
思
想
改
造
を
目
的
と
し
た
人
民
革
命
大
学
や
各
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

業
余
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　
以
下
、
こ
れ
ら
の
機
関
が
担
っ
て
い
た
一
般
文
化
教
育
、
政
治
理
論
教
育
、
専
門
教
育
の
状
況
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
e
　
剛
般
文
化
教
育

　
当
時
、
読
み
書
き
能
力
等
一
般
的
な
文
化
水
準
の
向
上
を
目
的
と
し
た
幹
部
の
一
般
文
化
教
育
の
担
い
手
と
し
て
幹
部
文
化
補
習
学
校

が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

　
一
九
五
〇
年
一
二
月
、
政
務
院
は
「
工
農
速
成
中
学
及
び
工
農
幹
部
文
化
補
習
学
校
の
開
設
に
関
す
る
指
示
」
を
発
し
、
翌
五
一
年
二

月
中
央
人
民
政
府
教
育
部
が
こ
れ
を
受
け
て
「
工
農
速
成
中
学
暫
行
実
施
弁
法
」
並
び
に
「
工
農
幹
部
文
化
補
習
学
校
暫
行
実
施
弁
法
」

を
発
布
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
例
に
従
っ
て
、
労
農
幹
部
の
文
化
水
準
の
向
上
を
目
的
と
す
る
工
農
速
成
中
学
及
び
工
農
幹
部
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

化
補
習
学
校
が
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
工
農
速
成
中
学
は
小
学
卒
業
程
度
の
文
化
水
準
を
持
っ
た
労
農
幹
部
が
入
学
す
る
資
格
を
有
し

275



法学研究63巻2号（’90：2）

　
　
（
4
5
）

て
い
た
。
た
だ
し
、
現
実
に
は
労
農
幹
部
の
文
化
水
準
は
か
な
り
低
か
っ
た
た
め
、
速
成
中
学
に
は
少
数
の
労
農
幹
部
し
か
入
学
し
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
速
成
中
学
で
学
習
す
る
場
合
に
は
幹
部
は
「
離
職
」
し
学
習
に
専
念
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

　
絶
対
多
数
の
労
農
幹
部
が
学
習
し
た
の
は
工
農
幹
部
文
化
補
習
学
校
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
「
工
農
幹
部
文
化
補
習
学
校
暫
行
実
施
弁

法
」
に
よ
れ
ば
、
同
校
の
修
学
年
限
は
二
年
間
で
、
そ
の
学
科
と
学
習
時
間
は
国
語
九
六
〇
時
間
、
算
術
四
八
○
時
間
、
歴
史
一
二
〇
時

間
、
地
理
一
二
〇
時
間
、
政
治
一
六
〇
時
間
、
自
然
二
〇
〇
時
間
．
音
楽
八
○
時
間
，
体
育
一
二
〇
時
間
で
あ
っ
た
。
労
農
幹
部
は
在
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

の
ま
ま
勤
務
時
間
外
に
こ
れ
ら
を
学
ん
だ
。
こ
の
文
化
補
習
学
校
の
課
程
は
音
楽
・
自
然
等
を
含
め
一
定
の
多
様
性
を
持
ち
一
見
広
い
教

養
の
修
得
を
目
的
と
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
、
国
語
・
算
術
の
時
間
が
突
出
し
て
お
り
．
実
務
に
直
結
す
る
能
力

を
急
速
に
強
化
す
る
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
き
わ
め
て
実
際
的
な
課
程
を
備
え
て
い
た
と
い
え
る
．
ま
た
、

課
程
中
の
国
語
、
算
術
の
突
出
か
ら
、
当
時
の
労
農
幹
部
は
い
わ
ゆ
る
「
読
み
書
ぎ
算
盤
」
か
ら
修
得
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い

状
態
で
あ
り
、
そ
の
業
務
能
力
が
か
な
り
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
．

　
こ
れ
ら
工
農
幹
部
文
化
補
習
学
校
及
び
工
農
速
成
中
学
は
労
農
幹
部
の
文
化
水
準
の
向
上
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
が
、
決
し
て
十

分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
当
時
、
中
国
側
も
率
直
に
認
め
、
そ
の
要
因
と
し
て
次
の
よ
う
な
諸
点
を
指
摘
し
て
い

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
第
一
の
要
因
は
幹
部
文
化
補
習
学
校
及
び
速
成
中
学
の
量
的
な
不
足
で
あ
っ
た
。

　
第
二
は
幹
部
教
育
に
責
任
を
持
つ
は
ず
の
指
導
的
な
幹
部
の
「
偏
向
」
で
あ
っ
た
。
あ
る
文
献
は
指
導
幹
部
が
労
農
出
身
の
旧
幹
部
及

び
女
性
幹
部
に
偏
見
を
持
っ
て
お
り
、
労
農
出
身
の
旧
幹
部
を
文
化
程
度
が
低
い
と
嫌
悪
し
女
性
幹
部
を
煩
わ
し
が
り
蔑
視
し
て
い
た
と

　
　
　
　
（
4
9
）

述
べ
て
い
た
。
ま
た
、
別
の
文
献
は
、
一
部
の
指
導
幹
部
は
労
農
幹
部
の
文
化
教
育
工
作
を
重
視
せ
ず
、
「
人
事
、
教
育
部
門
が
や
る
こ

と
で
党
委
員
会
及
び
行
政
機
関
の
責
任
者
は
関
与
し
な
く
て
よ
い
」
と
考
え
て
い
る
、
或
は
空
虚
な
ス
ロ
ー
ガ
ソ
を
唱
え
具
体
的
な
指
導

を
し
な
い
と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
同
文
献
は
、
あ
る
指
導
幹
部
は
自
分
の
機
関
や
工
場
・
鉱
山
の
幹
部
を
幹
部
学
校
に
入
学
さ
せ
よ
う
と
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せ
ず
、
し
か
も
職
場
に
お
け
る
学
習
に
も
十
分
に
注
意
を
向
け
な
い
、
幹
部
を
使
用
す
る
だ
け
で
幹
部
の
養
成
に
は
注
意
を
向
け
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

い
と
非
難
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
指
導
幹
部
は
労
農
幹
部
や
女
性
幹
部
に
た
い
す
る
偏
見
、
職
責
を
他
に
転
嫁
す
る
傾
向
、
管
轄
す
る
業

務
の
達
成
だ
け
を
重
視
す
る
傾
向
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
「
偏
向
」
を
も
ち
、
労
農
幹
部
や
女
性
幹
部
の
文
化
教
育
工
作
に
た
い
し
て
消
極
的

な
態
度
を
採
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

　
こ
の
よ
う
な
「
偏
向
」
が
生
じ
た
背
景
に
つ
い
て
中
国
側
は
一
定
の
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
．
そ
の
最
も
基
本
的
な
原

因
は
指
導
幹
部
の
階
級
的
観
点
の
欠
如
と
さ
れ
、
指
導
幹
部
が
労
農
幹
部
の
文
化
水
準
を
計
画
的
に
高
め
て
い
き
労
働
者
階
級
自
身
に
よ

る
指
導
の
骨
幹
を
育
成
す
る
こ
と
が
社
会
主
義
建
設
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
．
そ

の
他
に
も
、
人
材
養
成
に
関
す
る
全
局
的
な
観
点
及
び
長
期
的
展
望
の
欠
如
、
速
成
教
育
等
の
教
育
方
針
を
め
ぐ
る
意
見
対
立
、
教
育
工

作
を
管
理
す
る
専
門
機
関
の
不
在
・
指
導
の
不
統
一
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
特
に
管
理
機
関
に
関
し
て
述
べ
て
お
く
と
、
幹
部
の
文
化
教

育
工
作
は
地
区
に
よ
っ
て
党
委
員
会
、
政
府
の
文
化
教
育
委
員
会
、
教
育
庁
（
局
、
科
）
、
人
事
局
（
処
、
科
）
、
掃
除
文
盲
委
員
会
、
工
会
等

さ
ま
ざ
ま
な
機
関
が
管
理
し
て
お
り
、
一
部
の
地
区
で
は
幾
つ
か
の
機
関
が
共
同
管
理
し
「
み
ん
な
で
管
理
す
る
が
、
実
際
に
は
誰
も
管

理
し
な
い
」
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
諸
機
関
は
周
知
の
通
り
幹
部
の
文
化
教
育
工
作
を
専
門
的
に
処
理
す
べ
く

設
置
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
が
工
作
に
専
心
で
き
な
く
と
も
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ

ら
諸
機
関
を
束
ね
る
統
一
的
指
導
が
必
ず
し
も
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
各
機
関
間
の
工
作
上
の
密
接
な
協
力
は
期
待
で
き
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
、
工
作
上
の
経
験
を
総
括
で
き
ず
各
地
の
欠
点
や
「
偏
向
」
を
適
宜
克
服
で
き
な
い
、
工
作
が
各
機
関
の
自
分
勝
手
な
や
り

方
で
行
な
わ
れ
る
と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
．

　
以
上
の
要
因
の
ほ
か
に
、
中
国
側
は
明
確
に
述
べ
て
い
な
い
が
、
「
在
職
」
教
育
と
い
う
教
育
形
態
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う

の
も
、
例
え
ば
工
農
幹
部
文
化
補
習
学
校
に
は
比
較
的
文
化
水
準
が
低
い
労
農
幹
部
が
通
学
し
た
が
、
そ
の
う
ち
の
特
に
文
化
水
準
の
低

い
幹
部
が
勤
務
時
間
外
の
授
業
だ
け
で
高
い
学
習
成
果
を
上
げ
ら
れ
た
か
は
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
．
実
際
、
一
九
五
三
年
一
二
月
に
な
る
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（
諺
）

と
一
部
の
文
化
水
準
が
か
な
り
低
い
旧
幹
部
は
－
離
職
し
」
集
中
的
に
幹
部
文
化
補
習
学
校
で
学
習
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
在
職
学
習

か
ら
離
職
学
習
に
転
換
さ
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
比
較
的
学
習
時
間
の
少
な
い
在
職
教
育
だ
け
で
は
十
分
な
学
習
効
果
が
上
が

ら
な
か
っ
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
．
在
職
教
育
中
心
の
建
国
当
初
の
一
般
文
化
教
育
は
そ
の
有
効
性
に
お
い
て
問
題
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

　
幹
部
の
一
般
文
化
教
育
は
こ
う
し
た
多
く
の
制
約
の
中
で
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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⇔
　
政
治
理
論
教
育

　
建
国
当
初
、
党
政
幹
部
に
た
い
す
る
政
治
理
論
教
育
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
党
幹
部
の
政
治
理
論
教
育
に
つ
い
て
述
べ
る
。
一
九
五
一
年
二
月
の
党
中
央
の
「
理
論
教
育
強
化
に
関
す
る
決
定
（
草
案
）
」
は

幹
部
を
そ
の
文
化
程
度
に
よ
っ
て
三
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
け
た
。
そ
の
第
一
級
で
は
新
党
員
と
文
化
水
準
が
小
学
校
程
度
の
党
員
・
幹
部
が

「
政
治
常
識
」
を
学
習
し
、
第
二
級
で
は
「
政
治
常
識
」
を
学
習
し
中
学
程
度
の
文
化
水
準
を
有
し
た
党
員
・
幹
部
が
「
理
論
常
識
」
を

学
習
す
る
、
そ
し
て
第
三
級
で
は
「
理
論
常
識
」
を
学
習
し
大
学
程
度
の
文
化
水
準
を
有
し
た
党
員
・
幹
部
が
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
・

ス
タ
ー
リ
ソ
の
理
論
並
び
に
毛
沢
東
の
理
論
を
学
習
す
る
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
三
年
四
月
の
党
中
央
の
「
一
九
五
三
年
・
五

四
年
の
幹
部
理
論
教
育
に
関
す
る
指
示
」
は
、
全
党
の
主
要
幹
部
が
ソ
連
の
社
会
主
義
建
設
の
経
験
を
学
習
す
る
こ
と
を
求
め
、
そ
の
学

習
方
法
と
し
て
高
・
中
級
グ
ル
ー
プ
は
一
年
半
を
費
や
し
て
『
ソ
連
共
産
党
史
』
の
第
九
章
か
ら
第
一
二
章
、
レ
ー
ニ
ソ
、
ス
タ
ー
リ
ン

の
社
会
主
義
経
済
建
設
に
関
す
る
著
作
を
学
習
す
る
こ
と
と
定
め
た
．
同
時
に
理
論
教
育
の
成
果
を
確
か
め
る
た
め
に
試
験
・
問
答
・
論

文
形
式
の
審
査
を
行
な
う
こ
と
と
し
、
教
育
と
審
査
の
融
合
を
企
図
し
た
．
さ
ら
に
同
年
一
〇
月
、
前
述
の
指
示
の
補
足
が
行
な
わ
れ
、

理
論
学
習
の
時
間
が
毎
週
四
時
間
か
ら
六
時
間
、
政
策
学
習
が
平
均
二
時
間
と
さ
れ
、
学
習
は
原
則
と
し
て
勤
務
時
間
外
に
行
な
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
党
中
央
は
理
論
教
育
の
強
化
に
よ
っ
て
党
幹
部
の
政
治
性
の
強
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
結
果
，
一
九
五
一
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年
二
月
か
ら
五
三
年
四
月
に
か
け
て
、
全
党
全
国
で
理
論
学
習
に
参
加
し
た
幹
部
は
二
五
〇
万
人
に
達
し
た
。
た
だ
し
、
初
級
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

で
学
習
し
た
幹
部
が
一
二
〇
万
人
を
占
め
て
お
り
、
当
時
の
政
治
理
論
教
育
の
水
準
は
総
じ
て
高
く
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
ま
た
、
党
幹
部
だ
け
で
な
く
全
て
の
国
家
機
関
工
作
人
員
に
た
い
し
て
も
政
治
理
論
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
全
て
の
国
家
機
関
工

作
人
員
は
一
般
に
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
主
義
及
び
中
国
革
命
の
基
礎
知
識
を
毎
日
一
時
間
半
か
ら
二
時
間
学
習
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

部
地
域
で
は
、
中
国
共
産
党
史
及
び
毛
沢
東
選
集
の
系
統
的
な
学
習
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
国
家
工
作
人
員
の
政
治
理
論
学
習
の

形
態
は
学
習
時
間
が
「
毎
日
一
時
間
半
か
ら
二
時
間
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
在
職
学
習
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
党
政
幹
部
の
政
治
理
論
教
育
の
場
合
も
、
一
般
文
化
教
育
の
場
合
と
同
様
、
在
職
教
育
の
方
針
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
学
習
効
果
に
疑
間
が
あ
っ
た
。
し
か
も
比
較
的
高
度
な
政
治
理
論
を
十
分
に
修
得
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
極
め
て
疑
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
こ
の
政
治
理
論
教
育
の
分
野
で
も
、
一
九
五
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

年
一
二
月
に
党
の
高
級
幹
部
は
ニ
ヵ
月
間
離
職
し
て
党
校
で
理
論
学
習
を
行
な
う
こ
と
と
さ
れ
、
在
職
教
育
か
ら
離
職
教
育
へ
の
部
分
的

な
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
の
問
題
点
と
し
て
は
、
党
校
等
で
政
治
理
論
教
育
を
施
す
教
員
の
問
題
が
指
摘
で
き
よ
う
。
確
か
に
党
は
一
九
五
三
年
二
月
に

マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ソ
学
院
の
一
部
（
”
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
教
師
学
院
）
が
高
等
院
校
及
び
党
校
の
た
め
に
理
論
教
員
を
育
成
す
る

　
　
　
　
　
（
5
7
）

こ
と
を
決
定
す
る
な
ど
教
員
の
増
強
に
努
め
て
い
た
も
の
の
、
な
お
一
九
五
五
年
に
な
っ
て
も
「
教
員
の
数
量
が
少
な
く
、
質
が
低
い
」
と

　
　
　
　
　
（
5
8
）

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
建
国
初
期
に
お
い
て
、
理
論
教
員
の
不
足
及
び
質
的
限
界
の
問
題
は
解
消
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
㊧
　
専
門
教
育

　
中
国
は
多
数
の
専
業
幹
部
学
校
及
び
訓
練
班
を
設
け
、
幹
部
に
専
門
教
育
を
施
し
た
．
例
え
ば
、
中
央
人
民
政
府
鉄
道
部
、
農
業
部
、

財
政
部
等
一
〇
部
門
が
開
設
し
た
専
業
幹
部
学
校
・
訓
練
班
だ
け
で
一
九
五
一
年
に
二
、
二
〇
〇
余
人
の
幹
部
が
訓
練
を
受
け
、
中
央
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及
び
地
方
の
水
利
部
門
が
開
設
し
た
専
業
幹
部
学
校
・
訓
練
班
で
は
建
国
後
三
年
間
に
一
万
三
千
余
人
が
学
習
し
六
、
四
〇
〇
余
人
が
卒

　
　
（
5
9
）

業
し
た
。

　
こ
う
し
た
専
門
幹
部
教
育
の
効
果
に
つ
い
て
、
一
九
五
二
年
に
安
子
文
は
専
業
幹
部
学
校
・
訓
練
班
の
訓
練
は
集
中
的
で
学
習
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

と
実
際
の
要
求
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
非
常
に
大
き
な
効
果
を
挙
げ
て
き
た
と
述
べ
て
い
た
．
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
面
必
要
な

個
別
的
な
専
門
知
識
の
修
得
に
専
業
幹
部
学
校
・
訓
練
班
が
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
訓
練

機
関
は
訓
練
の
時
間
が
比
較
的
短
く
、
系
統
的
に
長
期
間
の
高
度
な
訓
練
を
施
す
正
規
の
専
門
幹
部
養
成
機
関
で
は
な
か
っ
た
。

　
正
規
の
専
門
幹
部
養
成
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
は
中
国
人
民
大
学
で
あ
っ
た
。
安
子
文
は
一
九
五
二
年
に
中
国
人
民
大
学
の
こ
と

を
中
央
人
民
政
府
が
「
既
に
一
定
の
工
作
経
験
を
持
つ
幹
部
を
国
家
建
設
の
専
門
人
員
に
養
成
す
る
た
め
に
」
創
設
し
た
「
幹
部
を
主
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

な
訓
練
対
象
と
す
る
新
型
の
正
規
の
大
学
」
と
説
明
し
て
い
た
。
ま
た
、
呉
玉
章
・
中
国
人
民
大
学
校
長
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
同
大
学
は

ソ
連
の
専
門
家
の
直
接
的
な
支
援
を
受
け
て
創
設
さ
れ
、
授
業
計
画
の
作
成
、
教
育
大
綱
及
び
教
材
の
編
纂
か
ら
教
育
組
織
・
制
度
の
規

定
に
至
る
ま
で
ソ
連
の
高
等
学
校
の
先
進
的
な
経
験
及
び
最
新
の
科
学
的
成
果
を
真
剣
に
系
統
的
に
く
み
取
り
、
同
時
に
旧
解
放
区
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

の
人
民
へ
の
奉
仕
、
理
論
と
実
践
の
結
合
と
い
っ
た
「
革
命
教
育
の
優
れ
た
伝
統
」
を
継
承
し
た
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
中
国
人
民

大
学
は
ソ
連
の
高
等
教
育
制
度
を
模
倣
し
た
も
の
で
、
高
度
な
専
門
教
育
を
実
施
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
一
九
五
三
年
に
本

科
の
経
済
計
画
、
統
計
、
貿
易
、
合
作
社
等
六
系
統
の
卒
業
生
中
、
産
業
労
働
者
が
コ
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
革
命
幹
部
が
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

知
識
青
年
が
二
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
人
民
大
学
の
学
生
中
に
占
め
た
幹
部
の
比
率
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
中
国
人
民
大
学
が
実
際
に
養
成
し
た
幹
部
の
数
は
、
一
九
五
一
、
五
二
年
の
二
年
間
で
二
、
六
〇
〇
余
人
で
あ
り
、
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

設
か
ら
五
三
年
一
〇
月
ま
で
の
卒
業
生
数
は
幹
部
以
外
も
含
め
全
部
で
四
、
五
八
七
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
地
方
に
人
民
大
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

類
似
し
た
学
校
が
開
設
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
一
部
の
地
区
に
限
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
中
央
は
こ
れ
ら
大
学
教
育
を
補
助
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
66
）

一
九
五
二
年
の
夏
期
に
一
五
、
三
〇
〇
余
人
の
中
程
度
以
上
の
文
化
水
準
を
持
っ
た
幹
部
を
高
等
学
校
に
入
学
さ
せ
て
い
た
．
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以
上
の
よ
う
に
建
国
以
来
専
門
教
育
強
化
の
た
め
の
一
定
の
努
力
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
結
局
、
一
九
五
三
年
一
一
月
の
「
幹
部
管
理

工
作
強
化
に
関
す
る
中
央
の
決
定
」
は
計
画
的
・
系
統
的
に
専
門
幹
部
を
育
成
・
訓
練
す
る
工
作
は
コ
般
に
な
お
も
大
変
に
不
十
分
で

（
67
）

あ
る
」
と
総
括
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
建
国
初
期
の
専
門
教
育
は
実
践
的
な
知
識
を
教
授
す
る
と
い
う
短
期
的
な
目
的
に
つ
い
て
は
評
価
で
き
て
も
、
本
格
的

な
専
門
幹
部
を
育
成
す
る
と
い
う
長
期
的
な
目
的
に
つ
い
て
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
審
査
・
監
督

補
充
段
階
に
お
け
る
審
査
が
不
十
分
で
あ
っ
た
以
上
、
幹
部
に
た
い
す
る
審
査
・
監
督
は
育
成
・
訓
練
と
同
様
に
重
要
で
あ
っ
た
。

中華人民共和国建国初期の幹部問題（1949－1953）

　
e
　
審
　
　
査

　
一
九
四
九
年
一
一
月
四
日
、
党
中
央
組
織
部
は
「
幹
部
の
考
課
（
“
鑑
定
）
工
作
に
関
す
る
規
定
」
を
発
布
し
た
。
規
定
は
一
定
期
間

内
の
さ
ま
ざ
ま
な
闘
争
の
中
に
お
け
る
幹
部
の
政
治
的
立
場
、
観
点
、
作
風
、
政
策
の
掌
握
度
、
規
律
性
、
民
衆
と
の
結
び
つ
き
、
学
習

態
度
等
に
重
点
を
置
い
て
考
課
を
行
な
う
こ
と
を
明
記
し
た
。
な
か
で
も
新
幹
部
に
た
い
す
る
考
課
で
は
敵
味
方
の
区
別
が
明
確
か
、
革

命
的
な
人
生
観
が
確
立
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
．
考
課
方
法
は
自
己
検
査
、
民
衆
討
議
、
指
導
機
関
に
よ
る
審
査

の
併
用
で
あ
り
、
考
課
の
前
に
適
当
な
動
員
及
び
準
備
工
作
を
行
い
、
考
課
に
当
た
っ
て
は
幹
部
の
優
れ
た
点
は
表
彰
し
欠
点
・
誤
り
は

批
判
し
問
題
の
所
在
並
び
に
克
服
の
方
法
を
指
示
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
。
な
お
、
考
課
は
大
体
隔
年
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

（
6
8
）

た
。　

建
国
直
後
か
ら
党
は
党
・
政
幹
部
に
た
い
す
る
審
査
工
作
の
強
化
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
に
も
関
わ
ら
ず
、
党
幹
部
の
審
査
状
況
に
関
し
て
い
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
五
三
年
一
一
月
の
党
中

央
の
「
幹
部
審
査
に
関
す
る
決
定
」
が
旧
幹
部
の
中
に
審
査
を
経
て
い
な
い
者
・
審
査
は
受
け
た
が
一
部
の
問
題
に
つ
い
て
不
明
瞭
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

る
者
・
審
査
を
受
け
た
当
時
は
問
題
が
な
か
っ
た
が
後
に
新
た
な
問
題
を
生
じ
て
い
る
者
が
存
在
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
先
だ
っ
て
、
政
府
幹
部
の
審
査
状
況
に
つ
い
て
、
安
子
文
が
多
く
の
幹
部
の
「
鑑
定
表
」
は
適
切
な
も
の
で
な
い
と
述
べ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
70
）

幹
部
に
た
い
す
る
系
統
的
で
深
い
理
解
を
し
て
い
く
必
要
性
を
強
調
し
て
い
た
．
つ
ま
り
、
建
国
初
期
、
幹
部
審
査
や
そ
れ
に
基
づ
く
情

報
の
蓄
積
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
幹
部
審
査
の
不
十
分
の
原
因
を
考
察
す
る
場
合
、
「
幹
部
管
理
工
作
強
化
に
関
す
る
中
央
の
決
定
」
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
決
定
は
「
幹
部
工
作
部
門
は
日
常
の
事
務
処
理
に
忙
し
く
主
要
な
力
を
集
中
し
て
系
統
的
に
深
く
幹
部
を
捉
え
る
こ
と
が
で

き
ず
、
数
量
的
に
最
大
の
財
政
経
済
工
作
幹
部
に
た
い
し
て
と
り
わ
け
把
握
が
不
十
分
で
あ
る
」
、
「
特
に
党
委
員
会
の
組
織
部
が
直
接
管

理
す
る
幹
部
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
業
務
部
門
と
経
常
的
に
密
接
な
連
絡
を
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
幹
部
の
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
71
）

工
作
の
中
か
ら
そ
の
政
治
性
や
業
務
能
力
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
幹
部
の
審
査
工
作
を
管

理
し
て
い
た
組
織
の
業
務
処
理
能
力
が
増
大
す
る
任
務
に
追
い
つ
け
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
基
本
的
な
原
因
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
状
況
が
生
じ
た
背
景
と
し
て
は
、
全
面
的
な
幹
部
の
増
加
及
び
配
置
転
換
に
よ
る
財
経
部
門
な
ど
特
定
部
門
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

幹
部
の
急
増
、
党
委
員
会
組
織
部
の
よ
う
な
一
部
の
組
織
へ
審
査
工
作
の
責
務
が
集
中
す
る
幹
部
管
理
体
制
の
構
造
的
問
題
が
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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⇔
　
監
　
　
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

　
次
に
．
幹
部
の
監
督
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
実
は
監
督
と
い
う
概
念
は
必
ず
し
も
前
述
の
審
査
と
い
う
概
念
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
。

審
査
は
幹
部
に
関
す
る
情
報
を
「
長
短
両
面
に
わ
た
っ
て
」
総
合
的
に
収
集
し
幹
部
に
付
与
さ
れ
る
賞
罰
や
任
免
の
材
料
を
準
備
す
る
も



中華人民共和国建国初期の幹部問題（1949－1953）

の
で
あ
り
、
監
督
は
主
と
し
て
幹
部
の
「
短
所
」
を
発
見
す
る
た
め
の
も
の
で
、
よ
り
制
裁
的
な
要
素
を
有
し
て
い
る
．
つ
ま
り
、
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
履
）

は
審
査
の
一
面
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
．
以
下
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
幹
部
監
督
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
幹
部
監
督
の
第
一
の
形
態
は
人
民
監
察
機
関
及
び
そ
の
系
統
に
よ
る
監
督
で
あ
っ
た
。
「
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領
」
第
一

九
条
は
、
県
・
市
以
上
の
人
民
政
府
に
人
民
監
察
機
関
を
設
け
、
国
家
機
関
及
び
公
務
員
が
そ
の
職
責
を
履
行
し
て
い
る
か
ど
う
か
監
督

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
75
）

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
中
の
法
に
背
き
職
務
に
耐
え
な
い
機
関
及
び
公
務
員
を
弾
劾
す
る
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
人
民
監
察
機
関
は
一

九
五
二
年
一
〇
月
ま
で
に
六
つ
の
大
行
政
区
、
一
つ
の
民
族
自
治
区
、
四
五
の
省
・
市
・
盟
、
一
七
〇
の
専
区
、
一
、
一
六
〇
の
県
で
設

置
さ
れ
た
。
同
時
に
そ
の
下
部
組
織
と
し
て
二
四
八
の
省
・
市
以
上
の
業
務
部
門
で
監
察
機
構
が
設
置
さ
れ
、
各
機
関
、
団
体
、
都
市
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
76
）

農
村
の
住
民
の
中
に
二
六
、
六
一
一
人
の
人
民
監
察
通
訊
員
が
配
置
さ
れ
た
．
人
民
監
察
機
関
は
民
衆
に
よ
る
弾
劾
や
各
業
務
部
門
に
よ

る
検
査
に
基
づ
い
て
監
察
検
査
工
作
を
展
開
し
、
摘
発
し
た
公
務
員
↑
幹
部
）
を
「
教
育
と
懲
戒
」
の
方
針
で
処
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
．
特
に
当
時
は
三
反
運
動
が
展
開
さ
れ
民
衆
の
幹
部
に
た
い
す
る
弾
劾
が
活
発
で
、
人
民
監
察
機
関
は
こ
れ
ら
の
弾
劾
を
利
用
し
て

汚
職
幹
部
を
摘
発
し
五
二
年
の
前
半
ま
で
に
三
万
件
余
り
を
処
理
し
た
。
人
民
監
察
機
関
は
幹
部
の
監
督
者
と
し
て
一
定
の
成
果
を
収
め

　
　
　
（
7
7
）

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
深
刻
な
問
題
も
幾
つ
か
生
じ
て
い
た
。
例
え
ば
．
一
九
五
三
年
二
月
の
第
二
次
全
国
監
察
工
作
会
議
で
劉
景
範
・
政
務
院
人

民
監
察
委
員
会
副
主
任
は
、
監
察
工
作
を
担
当
す
る
幹
部
の
間
に
状
況
の
把
握
、
弊
害
に
た
い
す
る
対
処
計
画
の
立
案
、
幹
部
・
民
衆
に

た
い
す
る
宣
伝
、
幹
部
・
民
衆
の
動
員
に
関
す
る
能
力
の
不
足
並
び
に
幹
部
の
処
理
を
の
ろ
の
ろ
と
引
ぎ
延
ば
す
官
僚
主
義
的
作
風
、
幹

部
に
た
い
す
る
処
分
を
躊
躇
し
た
り
単
純
に
懲
罰
的
に
処
分
し
た
h
・
す
る
傾
向
等
、
業
務
態
度
上
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
た
．
ま
た
、
劉
副
主
任
は
、
「
一
部
の
地
方
人
民
政
府
や
若
干
の
部
門
の
指
導
幹
部
は
監
察
工
作
を
十
分
に
重
視
し
て
お
ら
ず
、
た
め

に
監
察
機
構
の
建
設
を
軽
視
し
監
察
機
関
に
た
い
す
る
指
導
を
緩
め
て
い
る
」
と
述
べ
、
監
察
工
作
上
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
部
門
・
幹

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

部
の
怠
慢
を
も
批
判
し
た
．
こ
の
劉
報
告
か
ら
工
作
上
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
監
察
工
作
幹
部
及
び
そ
の
指
導
機
関
・
幹
部
の
消
極
性
が
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存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
消
極
性
は
監
察
工
作
幹
部
や
そ
の
指
導
幹
部
が
同
級
ま
た
は
上
級
の
幹
部
を
摘
発
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
彼
ら
と
の
「
関
係
」
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
．
こ
う
し
た
心
情
を
持
っ
た
監
察
工
作
幹
部
及
び
指
導
幹
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

は
ま
た
下
級
幹
部
の
誤
り
だ
け
を
摘
発
し
同
級
・
上
級
の
幹
部
の
誤
り
は
見
逃
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
劉
景
範
は
民
衆
を
動
員

し
た
下
か
ら
上
へ
の
監
督
検
査
工
作
は
不
十
分
で
あ
り
、
今
後
は
人
民
監
察
通
訊
員
・
人
民
検
挙
接
待
室
・
人
民
意
見
箱
・
人
民
詞
問
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

工
作
に
た
い
す
る
指
導
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
人
民
監
察
機
関
と
民
衆
の
結
び
付
き
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。

　
幹
部
監
督
の
第
二
の
形
態
は
各
界
人
民
代
表
会
議
に
よ
る
監
督
で
あ
る
。
当
時
、
一
部
地
域
の
人
民
代
表
会
議
で
は
政
府
幹
部
が
自
己

批
判
を
行
っ
た
り
、
民
衆
や
人
民
代
表
が
幹
部
の
業
務
態
度
に
た
い
す
る
批
判
を
展
開
し
て
い
た
。
具
体
的
に
、
一
九
五
二
年
、
山
西
省

の
多
数
の
県
人
民
代
表
会
議
が
反
官
僚
主
義
を
中
心
議
題
と
し
て
工
作
中
の
少
な
か
ら
ぬ
欠
点
を
暴
露
し
民
衆
が
不
満
を
感
じ
て
い
た
幹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
1
）

部
を
処
分
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
は
上
級
指
導
機
関
に
よ
る
監
督
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
は
政
治
協
商
会
議
第
四
次
会
議
で
官
僚
主
義
克
服
の
た
め
に
中
央
及
び
地
方

の
各
級
指
導
幹
部
は
経
常
的
に
深
く
下
層
に
入
っ
て
検
査
工
作
を
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
提
唱
し
た
。
こ
の
呼
掛
け
に
基
づ
い
て
各
上

級
指
導
機
関
は
幹
部
を
い
わ
ゆ
る
検
査
組
に
編
成
し
検
査
工
作
を
行
な
う
べ
く
下
級
組
織
に
派
遣
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
検
査
工
作
は

一
部
で
反
官
僚
主
義
闘
争
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

中
国
の
あ
る
文
献
は
、
一
部
の
単
位
が
こ
の
検
査
工
作
を
重
視
せ
ず
、
検
査
人
員
が
質
的
に
脆
弱
で
、
統
一
的
な
指
導
や
正
し
い
工
作
態

度
・
方
法
を
欠
き
、
検
査
人
員
に
た
い
す
る
事
前
の
教
育
や
任
務
の
説
明
が
な
く
、
検
査
人
員
の
報
告
は
聞
い
て
も
ら
え
ず
問
題
を
提
起

し
て
も
解
決
さ
れ
な
い
と
い
う
多
く
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
文
献
は
、
一
部
地
域
で
は
検
査
組
を
下
級
組
織

の
負
担
を
増
大
さ
せ
る
だ
け
の
存
在
と
見
な
し
．
会
議
や
報
告
が
多
す
ぎ
る
と
い
っ
た
「
五
多
」
現
象
と
同
列
に
並
べ
て
「
一
多
」
（
“
検

査
組
が
多
す
ぎ
る
）
と
呼
ん
で
お
り
、
別
の
地
域
で
は
検
査
組
を
官
僚
主
義
を
検
査
す
る
工
作
組
で
は
な
く
「
官
僚
主
義
的
検
査
組
」
と
呼
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（
8
2
）

ん
で
い
た
と
述
べ
て
い
た
。

こ
の
検
査
組
の
派
遣
に
よ
る
監
督
工
作
は
あ
ま
り
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

中華人民共和国建国初期の幹部問題（1949－1953）

六
、
配

置

　
一
部
部
門
の
余
剰
幹
部
を
重
要
任
務
を
担
い
所
属
幹
部
が
不
足
し
て
い
る
部
門
に
配
置
転
換
し
て
い
く
、
い
わ
ゆ
る
配
置
工
作
は
幹
部

の
数
が
不
足
し
て
い
た
建
国
初
期
に
お
い
て
特
に
重
要
で
あ
っ
た
。

　
一
九
五
二
年
の
安
子
文
報
告
に
よ
れ
ば
、
建
国
初
期
、
旧
解
放
区
か
ら
大
量
の
幹
部
を
都
市
や
新
解
放
区
の
工
作
に
配
置
転
換
し
中
央

人
民
政
府
各
部
門
の
指
導
機
構
の
構
成
に
用
い
た
り
、
土
地
改
革
推
進
の
た
め
に
毎
年
約
三
〇
万
の
幹
部
を
土
地
改
革
工
作
隊
に
組
織
し

農
民
の
指
導
に
充
て
て
い
た
。
ま
た
、
五
一
年
以
来
、
経
済
建
設
を
推
進
す
べ
く
大
量
の
幹
部
を
工
場
・
鉱
山
・
企
業
に
配
置
転
換
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

そ
の
数
は
四
三
、
三
〇
〇
余
人
に
達
し
た
。
工
業
に
転
用
さ
れ
た
幹
部
の
数
は
そ
の
後
も
増
加
し
続
け
、
五
三
年
の
第
二
次
全
国
組
織
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

作
会
議
ま
で
に
六
六
、
二
一
〇
人
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
、
こ
れ
ら
系
列
の
異
な
る
部
門
へ
の
配
置
転
換
と
同
時
に
同
系
列
内
の
配
置
転
換
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
系
列
内

に
お
け
る
幹
部
を
引
き
抜
く
側
と
引
き
抜
か
れ
る
側
の
調
整
を
図
る
た
め
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
〇
年
三

月
の
「
工
会
幹
部
の
配
置
転
換
・
派
遣
に
関
す
る
中
央
の
決
定
」
は
、
企
業
の
行
政
機
関
が
工
会
幹
部
を
配
置
転
換
し
他
の
工
作
に
就
け

る
場
合
、
工
会
の
同
意
と
工
会
の
手
続
き
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
同
年
六
月
の
党
中
央
組
織
部
の
「
公
安
の
保

衛
幹
部
の
統
一
的
管
理
制
度
に
関
す
る
規
定
」
は
①
保
衛
工
作
部
門
の
一
般
幹
部
を
配
置
転
換
す
る
場
合
、
党
委
員
会
は
同
レ
ベ
ル
の
保

衛
機
関
と
協
議
し
こ
れ
を
決
定
す
る
．
②
責
任
あ
る
地
位
の
保
衛
幹
部
を
配
置
転
換
す
る
場
合
．
党
委
員
会
は
同
レ
ベ
ル
の
公
安
部
門
と

協
議
し
、
上
級
の
党
委
員
会
及
び
公
安
部
門
の
同
意
を
得
て
党
委
員
会
が
最
終
的
な
決
定
を
下
す
と
規
定
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
九
五

三
年
八
月
の
党
中
央
の
「
目
下
の
工
・
鉱
業
幹
部
の
配
置
転
換
問
題
に
関
す
る
若
干
の
規
定
」
は
①
中
央
人
民
政
府
の
工
業
関
連
部
局
が
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所
属
の
工
場
・
鉱
山
か
ら
大
量
の
一
般
幹
部
を
引
き
抜
い
て
配
置
転
換
す
る
場
合
、
事
前
に
各
所
在
地
の
省
・
市
委
員
会
と
協
議
し
合
意

を
え
て
か
ら
行
な
う
べ
き
で
あ
る
、
②
ま
た
、
同
様
に
工
場
・
鉱
山
か
ら
主
要
な
責
任
あ
る
地
位
の
幹
部
を
配
置
転
換
す
る
場
合
、
各
所

在
地
の
省
・
市
委
員
会
と
事
前
に
協
議
し
合
意
を
え
省
・
市
委
員
会
が
中
央
局
に
そ
の
承
認
を
求
め
、
承
認
さ
れ
て
後
に
行
な
わ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
（
統
）

し
て
い
た
の
で
あ
る
．
以
上
の
よ
う
に
、
幹
部
を
引
き
抜
く
側
と
引
き
抜
か
れ
る
側
が
十
分
に
交
渉
し
合
意
を
え
、
さ
ら
に
場
合
に
応
じ

て
上
級
機
関
の
承
認
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
配
置
転
換
を
実
施
す
る
と
い
う
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
建
国
期
の
配
置
転
換
は
、
特
に
経
済
部
門
に
お
い
て
工
場
・
鉱
山
の
生
産
の
回
復
及
び
発
展
に
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

か
で
も
経
済
部
門
へ
の
旧
幹
部
の
配
置
転
換
が
成
功
し
た
と
さ
れ
、
総
じ
て
そ
の
成
果
が
主
張
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
幾
つ
か

の
問
題
点
も
存
在
し
た
。

　
当
時
の
配
置
工
作
は
幹
部
を
経
済
部
門
に
転
用
す
る
こ
と
を
主
要
目
的
の
一
つ
に
掲
げ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
旧
幹
部
は
そ
の
転
用
幹
部

の
主
体
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
五
三
年
ま
で
に
工
業
方
面
に
転
用
さ
れ
た
六
万
六
千
余
の
幹
部
は
絶
対
多
数
が
党
員
の
旧
幹
部

　
　
　
　
　
　
（
8
7
）

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
旧
幹
部
は
大
体
に
お
い
て
労
農
幹
部
で
あ
り
、
一
般
に
政
治
性
は
と
も
か
く
と
し
て
経
済
工
作
の
経
験
や
技

術
を
欠
き
、
工
作
に
耐
え
う
る
よ
う
に
す
る
に
は
多
く
の
訓
練
・
学
習
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
事
実
、
旧
幹
部
の
実
力
に
関
し

て
当
初
、
旧
幹
部
が
工
場
を
指
導
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
旧
人
員
↑
「
留
用
人
員
」
）
だ
け
が
工
業
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
8
）

い
う
認
識
が
存
在
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
旧
幹
部
中
心
の
当
時
の
配
置
転
換
は
大
規
模
に
進
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、

そ
の
即
効
性
は
あ
ま
り
期
待
で
き
ず
配
置
後
の
幹
部
教
育
の
負
担
が
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
．

　
ま
た
、
大
規
模
な
配
置
転
換
を
実
施
し
た
工
場
・
鉱
山
・
企
業
で
は
幹
部
に
た
い
す
る
管
理
工
作
が
き
わ
め
て
脆
弱
な
も
の
と
な
っ
て

（
8
9
）

い
た
．
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
経
済
部
門
の
在
来
の
幹
部
管
理
機
構
で
は
配
置
転
換
で
急
増
し
た
幹
部
の
管
理
が
問
に
合
わ
な
く
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
幹
部
の
配
置
転
換
は
、
復
興
か
ら
発
展
へ
の
迅
速
な
転
換
を
目
指
し
た
新
政
権
の
経
済
目
標
が
最
優

先
さ
れ
、
全
体
的
な
幹
部
管
理
制
度
の
中
で
十
分
に
調
整
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
「
幹
部
管
理
工
作
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強
化
に
関
す
る
中
央
の
決
定
」
は
「
数
量
的
に
最
大
の
財
経
工
作
幹
部
に
た
い
し
て
と
り
わ
け
（
幹
部
管
理
機
構
の
）
把
握
が
不
十
分
で

　
（
9
0
）

あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
経
済
部
門
に
お
け
る
幹
部
管
理
の
質
的
低
下
が
一
九
五
三
年
一
一
月
時
点
で
も
問
題
で
在
り
続
け
た
こ
と
を
示

し
て
い
た
。

　
以
上
は
一
般
的
な
工
作
幹
部
の
配
置
工
作
の
状
況
で
あ
っ
た
が
、
一
方
の
専
門
幹
部
の
配
置
工
作
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
ろ
う

か
．
中
国
が
こ
の
専
門
幹
部
の
配
置
転
換
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
当
時
、
同
幹
部
に
た
い
す
る
各

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
91
）

部
門
の
本
位
主
義
や
浪
費
が
さ
か
ん
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
専
門
幹
部
の
配
置
転
換
に
は
各
部
門
の
か
な
り
の
抵
抗
が
見
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
建
国
当
初
の
専
門
幹
部
の
絶
対
的
な
不
足
が
各
部
門
の
専
門
幹
部
に
た
い
す
る
過
度
の
執
着
を
引
き
起
こ
し
、
自
己
の

部
門
に
専
門
幹
部
を
蓄
え
余
剰
が
出
て
も
他
の
部
門
に
移
動
さ
せ
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
．
た
だ
し
、
こ
う
し
た
専

門
幹
部
の
配
置
転
換
の
よ
う
な
例
外
も
あ
っ
た
が
、
一
般
に
当
時
の
配
置
転
換
は
活
発
で
あ
り
、
幹
部
の
業
務
や
職
場
へ
の
慣
れ
に
起
因

す
る
職
権
濫
用
、
収
賄
、
公
用
物
の
私
物
化
等
が
一
定
程
度
防
止
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

七
、
結

語

　
以
上
、
幹
部
の
補
充
、
育
成
・
訓
練
、
審
査
・
監
督
、
配
置
に
主
眼
を
置
き
、
建
国
初
期
に
お
け
る
幹
部
資
質
に
関
す
る
問
題
の
発
生

源
・
助
長
要
因
を
政
府
幹
部
を
中
心
と
し
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
幹
部
管
理
の
各
分
野
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
存
在
し
、
幹

部
問
題
の
一
部
分
は
こ
れ
ら
の
幹
部
管
理
上
の
問
題
点
に
起
因
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
幹
部
管
理
の
問
題
点
が
生

じ
た
の
は
一
面
に
お
い
て
各
種
の
幹
部
管
理
が
当
時
の
環
境
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
た
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
い

た
。
こ
こ
で
、
幹
部
管
理
の
諸
問
題
と
幹
部
管
理
を
取
り
巻
い
て
い
た
環
境
の
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
．

　
例
え
ば
、
当
時
の
中
国
社
会
ば
第
三
世
界
的
な
社
会
と
内
戦
直
後
の
戦
後
社
会
の
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
お
り
、
・
て
こ
で
は
、
失
業
、
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軍
隊
の
人
員
の
余
剰
、
教
育
機
関
・
教
員
の
不
足
、
労
働
者
・
農
民
の
文
化
水
準
の
停
滞
、
経
済
の
破
綻
等
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
．
こ
れ
ら
の
社
会
的
条
件
が
幹
部
補
充
に
お
け
る
「
第
一
類
」
、
「
第
四
類
」
と
い
っ
た
軍
の
余
剰
幹
部
の
転
業
や
失
業
知
識
分
子

の
優
先
的
採
用
の
実
施
、
労
農
幹
部
の
質
的
限
界
、
幹
部
の
養
成
機
関
・
教
員
の
不
足
そ
し
て
旧
幹
部
の
経
済
部
門
へ
の
突
出
し
た
配
置

転
換
に
関
連
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
．

　
ま
た
、
政
府
機
関
、
つ
ま
り
行
政
組
織
自
体
に
も
幹
部
の
絶
対
的
不
足
、
特
に
専
門
幹
部
の
欠
如
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
存
在
し
て

い
た
。
し
か
も
、
当
時
、
戦
後
の
経
済
復
興
の
た
め
に
行
政
の
任
務
は
増
大
し
専
門
化
し
つ
つ
あ
り
、
幹
部
、
と
り
わ
け
専
門
幹
部
の
不

足
の
問
題
は
い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
幹
部
の
増
強
に
た
い
す
る
巨
大
な
圧
力
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

圧
力
は
新
幹
部
の
採
用
を
最
優
先
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
お
そ
ら
く
幹
部
候
補
者
に
た
い
す
る
審
査
に
十
分
な
注
意
を
向
け
る
余

裕
を
幹
部
管
理
機
構
は
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
専
門
幹
部
を
補
充
す
る
た
め
に
一
時
に
多
量
の
「
留
用
人
員
」
を
採
用
し
た
の
が
そ
の
典

型
的
な
事
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
幹
部
不
足
と
業
務
の
増
大
は
幹
部
が
職
場
を
離
れ
る
こ
と
を
制
限
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
、
幹
部
の
育

成
・
訓
練
が
離
職
学
習
を
一
部
に
限
り
専
ら
学
習
効
果
が
比
較
的
低
い
在
職
学
習
を
中
心
と
す
る
方
針
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
は
こ
う
し

た
状
況
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
行
政
組
織
自
体
の
も
う
一
つ
の
問
題
と
し
て
、
幹
部
を
管
理
す
る
管
理
機
構
の
系
統
化
が
部
分

的
に
遅
延
し
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
．
こ
の
た
め
、
あ
る
種
の
幹
部
管
理
を
多
様
な
管
理
機
構
に
委
託
す
る
結
果
と
な
り
、
労
農
幹

部
の
文
化
教
育
工
作
で
指
摘
し
た
よ
う
に
管
理
効
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
．

　
当
時
、
共
産
党
は
政
権
党
と
し
て
そ
の
政
治
原
則
を
実
際
の
政
策
に
反
映
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
党
は
政
府

幹
部
の
管
理
面
で
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
教
理
や
毛
沢
東
思
想
的
原
理
に
基
づ
き
労
農
幹
部
を
主
体
と
す
る
幹
部
隊
列
の
形
成
、
才
徳
兼

備
と
い
う
幹
部
採
用
基
準
の
設
定
、
党
に
よ
る
全
て
の
幹
部
の
管
理
と
い
う
伝
統
的
な
基
本
原
則
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
政

治
原
則
の
強
調
は
十
分
に
幹
部
管
理
を
制
約
す
る
一
因
に
な
り
え
た
．
例
え
ば
、
労
農
幹
部
を
主
体
と
し
才
徳
兼
備
を
採
用
基
準
と
す
る

原
則
は
文
化
水
準
や
専
門
技
術
・
知
識
に
問
題
の
あ
っ
た
労
農
出
身
者
が
幹
部
隊
列
に
一
定
の
規
模
で
必
ず
導
入
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
的
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に
し
た
し
、
党
が
全
て
の
幹
部
を
管
理
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
「
党
管
幹
部
原
則
」
は
政
府
幹
部
の
管
理
に
党
員
幹
部
が
関
与
す
る
契
機

を
生
み
出
す
と
と
も
に
幹
部
管
理
の
職
責
が
党
組
織
、
つ
ま
り
党
委
員
会
及
び
そ
の
組
織
部
と
い
っ
た
一
部
の
組
織
に
究
極
的
に
集
中
す

る
幹
部
管
理
体
制
の
形
成
を
確
定
し
た
の
で
あ
る
．

　
こ
の
よ
う
に
、
幹
部
管
理
は
当
時
の
社
会
的
、
行
政
組
織
的
、
政
治
的
環
境
か
ら
制
約
を
受
け
つ
つ
展
開
さ
れ
、
そ
の
展
開
過
程
の
中

で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
生
起
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
幹
部
問
題
の
一
部
分
は
か
か
る
制
約
を
受
け
た
幹
部
管
理
か
ら
派
生
し
た

問
題
点
を
原
因
と
し
、
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
「
建
国
期
的
」
な
側
面
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
．

　
幹
部
管
理
上
の
問
題
点
は
幹
部
管
理
を
取
り
巻
い
て
い
た
環
境
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
が
、
同
時
に
幹
部
管
理
工
作
を
担

当
し
た
指
導
幹
部
の
問
題
に
も
起
因
し
て
い
た
。

　
例
え
ば
、
指
導
幹
部
の
業
務
能
力
な
い
し
経
験
の
不
足
が
幹
部
管
理
の
質
的
低
下
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
具
体
的
な
例
を
示
せ
ば
、

一
部
の
指
導
幹
部
は
監
督
工
作
中
に
「
教
育
と
懲
戒
」
と
い
う
原
則
を
反
映
す
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
懲
罰
的
な
処
分
の
み
を
行
な
っ
て
い
た

し
、
別
の
幹
部
は
審
査
工
作
の
中
で
し
っ
か
り
と
し
た
「
鑑
定
表
」
を
作
成
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
指
導
幹
部
と
中
央
の
間
に
存
在
し
て
い
た
幹
部
管
理
を
め
ぐ
る
観
点
な
い
し
路
線
の
相
違
も
幹
部
管
理
の
執
行
に
影
響
を
及
ぽ

し
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
建
国
初
期
に
は
、
幹
部
教
育
の
方
針
、
例
え
ば
、
速
成
学
習
と
教
育
の
正
規
化
の
優
先
順
位
を
め
ぐ
る
立
場

の
違
い
や
後
に
「
紅
」
か
「
専
」
か
と
い
う
先
鋭
な
問
題
と
な
る
「
徳
」
と
「
才
」
の
優
先
順
位
を
め
ぐ
る
意
見
の
相
違
が
見
ら
れ
た
．

「
徳
」
と
「
才
」
の
対
立
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
文
化
水
準
が
低
い
と
い
わ
れ
て
い
た
旧
幹
部
や
労
農
幹
部
そ
れ
に
女
性
幹
部
の
補

充
・
教
育
工
作
を
め
ぐ
り
中
央
と
一
部
の
指
導
幹
部
が
対
立
す
る
と
い
う
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
他
、
各
部
門
に
お
け
る
指
導
幹
部
の
既
得
権
擁
護
の
た
め
の
抵
抗
も
無
視
で
き
な
い
．
こ
う
し
た
指
導
幹
部
は
幹
部
の
選
抜
工
作

に
お
い
て
新
幹
部
や
積
極
分
子
を
選
抜
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
っ
た
り
、
中
央
の
配
置
転
換
工
作
に
抵
抗
し
て
自
己
の
部
門
に
専
門
幹

部
を
蓄
え
他
に
回
さ
な
い
「
本
位
主
義
』
的
傾
向
を
示
し
て
い
た
．
さ
ら
に
、
一
部
の
指
導
幹
部
は
他
の
幹
部
と
の
「
関
係
」
を
維
持
す
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る
た
め
に
、
幹
部
の
監
督
工
作
に
お
い
て
同
僚
や
上
司
を
監
督
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
抵
抗
を
行
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
時
指
導
幹
部
が
独
自
の
観
点
・
路
線
を
所
持
す
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
、
単
位
・
部
門
の
中
に
自
己
の
支
配

領
域
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
幹
部
間
で
親
密
な
同
盟
関
係
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
自
己
の
支
配
領
域
並
び

に
幹
部
間
の
同
盟
関
係
の
形
成
は
当
時
の
大
規
模
な
配
置
転
換
に
よ
っ
て
一
定
程
度
抑
制
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お

建
国
初
期
に
既
に
後
に
激
し
い
非
難
を
浴
び
る
「
独
立
王
国
」
化
の
萌
芽
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
指
導
幹
部
の

「
独
立
的
」
傾
向
は
中
央
の
統
一
的
な
幹
部
管
理
の
実
施
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
幹
部
問
題
の
発
生
源
・
助
長
要
因
は
幹
部
管
理
上
の
問
題
状
況
か
ら
さ
ら
に
幹
部
管
理
を
取
り
巻
い
て
い
た
さ
ま
ざ
ま

な
環
境
並
び
に
幹
部
管
理
工
作
担
当
の
指
導
幹
部
の
能
力
・
経
験
不
足
、
「
独
立
的
」
傾
向
に
ま
で
掘
り
下
げ
ら
れ
る
根
の
深
い
も
の
で

あ
り
、
こ
こ
に
幹
部
間
題
の
是
正
の
難
し
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
幹
部
問
題
を
是
正
す
る
た
め
に
は
社
会
・

経
済
面
で
の
改
革
、
そ
れ
に
連
動
す
る
政
治
改
革
及
び
行
政
改
革
、
さ
ら
に
指
導
幹
部
に
た
い
す
る
集
中
的
な
矯
正
が
必
要
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
陵
甘
寧
辺
区
に
お
け
る
政
府
幹
部
問
題
」
、
『
慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
文
集
』
、
第
二
二
号
．
一
〇
三
～
一
〇
六
頁
。

　
（
2
）
　
建
国
後
の
幹
部
問
題
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
毛
里
和
子
著
「
中
国
政
治
に
お
け
る
『
幹
部
』
問
題
」
（
衛
藤
藩
吉
編
『
現
代
中
国
政
治
の
構

　
　
造
』
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
八
二
年
、
第
五
章
）
や
閏
騨
旨
嶋
国
碧
言
ぎ
界
O
き
§
費
ぎ
喚
O
ミ
蓉
㍉
『
ぎ
等
§
§
呈
b
ご
ミ
。
§
ミ
§
撃
這
竈
－

　
　
這
還
（
ω
鼠
議
O
匡
q
三
＜
●
℃
吋
①
。・
。
。
｝
お
Q
。
ご
等
が
あ
る
。

　
（
3
）
　
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
、
小
林
弘
二
著
『
中
国
革
命
と
都
市
の
解
放
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
四
年
）
は
建
国
初
期
の
幹
部
の
補
充
、
教
育
、
審

　
　
査
、
配
置
に
つ
い
て
検
討
し
た
貴
重
な
研
究
成
果
で
あ
り
、
本
稿
の
基
本
的
な
参
考
文
献
で
あ
る
．
ま
た
、
建
国
初
期
の
幹
部
の
補
充
状
況
に
つ
い

　
　
て
言
及
し
た
も
の
に
、
磯
一
轟
－
竃
き
国
豊
い
、
、
℃
”
9
①
§
Ω
9
閃
8
峯
答
目
Φ
暮
即
呂
客
。
げ
臣
蔓
9
q
昌
讐
O
暫
昏
窃
．
、
（
ぎ
き
ぎ
≦
諄
2
富
≦
粧
a
。
一

　
　
『
ぎ
9
ε
き
9
§
§
§
蕊
。
。
麟
O
蕊
ぎ
℃
ω
鼠
属
。
三
d
旨
＜
，
汐
窃
鉾
お
↓
尉
琶
る
？
旨
ご
が
あ
る
．
そ
の
他
、
前
掲
の
毛
里
論
文
も
一
部
言
及
し

　
　
て
い
る
。

　
（
4
）
　
讃
平
山
「
三
年
来
的
人
民
監
察
工
作
」
、
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
号
、
二
一
頁
．
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（
5
）
　
安
子
文
『
中
華
人
民
共
和
国
三
年
来
的
幹
部
工
作
」
、
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
号
、
二
四
頁
。
以
下
、
「
幹
部
工
作
」
と
略
す
。

（
6
）
　
前
掲
「
陳
甘
寧
辺
区
に
お
け
る
政
府
幹
部
問
題
」
、
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、
参
照
．

（
7
）
　
社
論
「
加
強
工
農
幹
部
的
文
化
教
育
工
作
』
、
『
人
民
日
報
』
、
一
九
五
四
年
一
月
二
二
日
．

（
8
）
　
陳
西
省
教
育
庁
《
映
西
教
育
志
V
編
纂
弁
公
室
編
『
陳
西
教
育
年
鑑
一
九
四
九
ー
一
九
八
四
』
、
陵
西
人
民
出
版
社
、
西
安
、
一
九
八
七
年
、

　
二
四
九
頁
。

（
9
）
　
李
富
春
『
三
年
来
我
国
工
業
的
恢
復
与
発
展
」
．
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
号
、
二
七
～
二
八
頁
。

（
10
）
　
安
子
文
「
関
於
中
央
機
関
非
党
幹
部
入
党
間
題
』
（
一
九
五
〇
年
五
月
三
目
）
、
韓
動
草
主
編
『
安
子
文
組
織
工
作
文
選
』
、
中
共
中
央
党
校
出

版
社
、
一
九
八
八
年
、
五
～
六
頁
．
以
下
、
同
書
は
『
安
子
文
』
と
略
す
。
洪
承
華
・
郭
秀
芝
等
編
『
中
華
人
民
共
和
国
政
治
体
制
沿
革
大
事
記
一

九
四
九
ー
一
九
七
八
』
、
春
秋
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
七
年
、
七
三
頁
。

（
1
1
）
　
安
子
文
『
必
須
堅
決
開
展
反
対
官
僚
主
義
．
命
令
主
義
和
違
法
乱
紀
的
闘
争
」
（
一
九
五
三
年
二
月
七
目
）
、
『
安
子
文
』
、
八
九
頁
。

（
1
2
）
　
薄
一
波
「
為
深
入
地
普
遍
地
開
展
反
貧
汚
、
反
浪
費
、
反
官
僚
主
義
運
動
而
闘
争
」
、
『
人
民
目
報
』
、
一
九
五
二
年
一
月
一
〇
目

（
13
）
薄
一
波
「
中
華
人
民
共
和
国
三
年
来
的
成
就
」
、
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
号
、
二
頁
．

（
1
4
）
　
「
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
組
織
法
」
第
七
条
第
三
款
乙
項
、
中
央
人
民
政
府
法
制
委
員
会
編
『
中
央
人
民
政
府
法
令
彙
編
一
九
四
九
－
一
九

　
五
〇
』
、
人
民
出
版
社
、
北
京
、
一
九
五
二
年
、
一
〇
頁
。
以
下
、
同
書
は
『
法
令
四
九
～
五
〇
』
と
略
す
．

（
15
）
　
「
省
各
界
人
民
代
表
会
議
組
織
通
則
」
第
六
条
第
五
款
．
「
市
各
界
人
民
代
表
会
議
組
織
通
則
」
第
七
条
第
五
款
、
「
県
各
界
人
民
代
表
会
議
組
織

通
則
」
第
七
条
第
五
款
、
「
区
各
界
人
民
代
表
会
議
組
織
通
則
」
第
七
条
第
三
款
、
「
郷
（
行
政
村
）
人
民
代
表
会
議
組
織
通
則
」
第
七
条
、
『
法
令
四

　
九
～
五
〇
』
、
一
一
〇
、
一
一
三
．
一
一
六
、
一
三
七
、
一
三
九
頁
。

（
16
）
　
福
島
正
夫
、
『
中
国
の
人
民
民
主
政
権
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
四
七
一
～
四
七
二
頁
．

（
17
）
　
程
子
華
「
山
西
省
第
一
届
各
界
人
民
代
表
会
議
的
総
結
報
告
」
、
『
新
華
月
報
』
、
第
二
巻
第
二
期
、
二
六
三
頁
。

（
18
）
　
洪
・
郭
、
前
掲
書
、
八
八
頁
。

（
1
9
）
　
例
え
ば
、
一
九
五
二
年
に
違
法
行
為
で
処
分
さ
れ
た
五
蓮
県
の
郷
長
・
苑
克
茂
は
「
解
放
」
後
に
入
党
し
郷
長
に
選
ば
れ
た
新
幹
部
で
あ
っ
た

　
（
「
中
共
膠
州
地
委
関
於
処
理
苑
克
茂
違
法
乱
紀
案
件
給
中
共
中
央
山
東
分
局
的
報
告
」
、
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
三
年
第
四
号
、
五
八
頁
）
．

（
20
）
　
「
人
民
民
主
政
権
建
設
和
民
政
工
作
的
成
就
」
、
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
号
、
一
九
頁
．

（
2
1
）
　
例
え
ば
、
中
央
人
民
政
府
委
員
会
に
関
し
て
は
「
中
央
人
民
政
府
任
免
国
家
機
関
工
作
人
員
暫
行
条
例
」
、
政
務
院
に
関
し
て
は
「
政
務
院
関

　
於
任
免
工
作
人
員
的
暫
行
弁
法
」
を
参
照
（
曹
志
編
『
中
華
人
民
共
和
国
人
事
制
度
概
要
』
、
北
京
大
学
出
版
社
、
北
京
、
　
一
九
八
六
年
、
一
三
四
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子
文
』
、

（
3
9
）

（
4
0
）

（
4
1
）

三
五
頁
。
同
書
は
以
下
、
『
概
要
』
と
略
す
．
『
法
令
四
九
～
五
〇
』
、
六
五
三
～
六
五
四
頁
）
．

洪
・
郭
、
前
掲
書
、
八
二
頁
．

『
概
要
』
、
二
一
～
二
二
、
三
〇
～
一
三
頁
。

同
右
、
四
二
七
～
四
二
八
頁
。

中
華
人
民
共
和
国
教
育
部
計
画
財
務
司
編
『
中
国
教
育
成
就
統
計
資
料
一
九
四
九
－
一
九
八
三
』
、
人
民
教
育
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
五
年

五
〇
、
一
四
六
頁
．

「
幹
部
工
作
」
、
二
三
頁
。

前
掲
『
中
国
教
育
成
就
統
計
資
料
』
、
一
四
六
頁
。

社
論
「
加
強
対
高
等
学
校
教
師
的
思
想
領
導
、
進
一
歩
貫
徹
党
対
知
識
分
子
的
政
策
」
、
『
人
民
日
報
』
、
一
九
五
三
年
二
一
月
二
二
目
。

社
論
「
克
服
中
、
小
学
校
中
的
混
乱
現
象
」
、
『
光
明
目
報
』
、
一
九
五
三
年
六
月
一
〇
日
。
社
論
「
不
許
乱
拉
教
師
参
加
社
会
活
動
」
、
「
各
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
人
民
日
報
』
、
一
九
五
三
年
三
月
一
七
日
。

前
掲
「
加
強
対
高
等
学
校
教
師
的
思
想
領
導
、
進
一
歩
貫
徹
党
対
知
識
分
子
的
政
策
」
。

「
幹
部
工
作
』
．
二
四
頁
。

農
民
か
ら
積
極
分
子
を
引
出
し
幹
部
候
補
と
し
て
育
成
し
て
い
く
過
程
に
関
、
し
て
は
秋
山
良
照
著
『
中
国
土
地
改
革
体
験
記
』
（
中
公
新
書
、

　
　
　
　
が
詳
し
い
。

「
幹
部
工
作
』
、
二
四
頁
。

『
概
要
』
、
四
九
頁
。

前
掲
「
人
民
民
主
政
権
建
設
和
民
政
工
作
的
成
就
」
、
二
〇
頁
。

安
子
文
「
人
事
、
幹
部
工
作
的
幾
個
問
題
」
（
一
九
五
一
年
四
月
二
一
一
日
）
、
『
安
子
文
』
、
一
三
頁
。

前
掲
「
為
深
入
地
普
遍
地
開
展
反
貧
汚
、
反
浪
費
、
反
官
僚
主
義
運
動
而
闘
争
」
．

前
掲
「
人
事
、
幹
部
工
作
的
幾
個
問
題
」
、
一
三
頁
．
安
子
文
「
関
於
幹
部
的
教
育
、
培
養
、
提
抜
的
問
題
」
（
一
九
五
一
年
四
月
六
日
）
、
『
安

　
三
二
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
四
～
二
五
頁
。

『
概
要
』
、
八
五
～
八
六
頁
。

秋
山
、
前
掲
書
、
二
五
～
一
二
〇
頁
。

292



中華人民共和国建国初期の幹部問題（1949－1953）

（
4
2
）
　
『
概
要
』
、
八
七
頁
。

（
4
3
）
　
同
右
、
八
九
～
九
〇
、
九
四
頁
。

（
必
）
　
同
右
、
六
三
頁
．

（
45
）
　
「
学
制
改
革
に
関
す
る
政
務
院
の
決
定
」

　
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
三
五
五
頁
。
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（
一
九
五
一
年
一
〇
月
一
日
）
、
日
本
国
際
問
題
研
究
所
中
国
部
会
編
『
新
中
国
資
料
集
成
』
第
三
巻
、

『
概
要
』
、
八
二
頁
。

同
右
、
七
九
、
八
二
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
四
頁
。

同
右
、
二
五
～
二
六
頁
。

前
掲
「
加
強
工
農
幹
部
的
文
化
教
育
工
作
』
。

同
右
。

『
概
要
』
、
八
三
頁
。

同
右
、
六
三
～
六
四
、
七
三
～
七
四
、
八
一
頁
。

趙
生
暉
『
中
国
共
産
党
組
織
史
綱
要
』
、
安
徽
人
民
出
版
社
、
蕪
湖
、
一
九
八
八
年
版
、
二
七
三
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
四
頁
．

『
概
要
』
、
八
四
頁
。

同
右
、
六
四
、
八
六
頁
。

『
綱
要
』
、
二
七
五
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
四
頁
。

同
右
。

同
右
．

呉
玉
章
「
中
国
人
民
大
学
三
年
来
工
作
的
基
本
総
結
」
、
『
人
民
日
報
』
、
一
九
五
三
年
一
〇
月
四
目
．

同
右
。

同
右
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
四
頁
。

以
下
、
『
綱
要
』
と
略
す
．
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れ
ば
、

国
人
事
工
作
大
事
記
一
九
四
九
－
一
九
八
三
』
、

（
73
）ま

た
、

　
（
全
志
敏

（
74
）

　
「
検
査
」

（
75
）九

八
八
年
、
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同
右
。

『
概
要
』
．
四
一
六
頁
。

同
右
、
一
六
五
、
一
六
八
、
一
七
〇
、
一
七
四
頁
。

洪
・
郭
、
前
掲
書
、
八
八
頁
．

「
幹
部
工
作
」
、
二
五
頁
。

『
概
要
』
、
四
一
六
～
四
一
七
頁
。

一
九
五
〇
年
七
月
に
党
中
央
組
織
部
及
び
党
中
央
統
一
戦
線
工
作
部
が
発
布
し
た
「
党
内
外
の
幹
部
の
審
査
・
分
配
問
題
に
関
す
る
規
定
」
に

　
　
党
の
幹
部
の
審
査
に
つ
い
て
は
党
委
員
会
組
織
部
が
責
任
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
（
国
家
科
技
人
材
資
源
研
究
所
『
中
華
人
民
共
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
五
年
、
四
四
五
頁
）
。

中
国
の
幹
部
管
理
に
関
す
る
文
献
で
も
審
査
の
項
目
は
あ
っ
て
も
監
督
の
項
目
が
な
い
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
『
概
要
』
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　
項
目
的
に
審
査
と
監
督
を
別
個
に
扱
っ
て
い
る
文
献
も
存
在
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
者
の
概
念
上
の
区
別
は
不
十
分
で
あ
る

　
　
『
社
会
主
義
国
家
幹
部
管
理
体
制
改
革
』
、
光
明
日
報
出
版
社
、
北
京
、
一
九
八
八
年
、
三
二
四
、
三
四
六
頁
）
。

な
お
、
審
査
の
ほ
ぽ
同
議
語
と
し
て
「
考
察
」
「
鑑
定
」
『
考
核
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
同
時
に
、
監
督
の
ほ
ぽ
同
義
語
と
し
て

　
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

『
法
令
四
九
～
五
〇
』
、
一
九
頁
。
建
国
初
期
の
人
民
監
察
機
関
に
つ
い
て
は
林
代
昭
主
編
『
中
国
監
察
制
度
』
（
中
華
書
局
出
版
、
北
京
、
一

　
　
　
三
一
六
～
三
三
四
頁
）
に
詳
し
い
。

「
第
二
次
全
国
監
察
工
作
会
議
」
、
『
新
華
月
報
』
、
一
九
五
三
年
四
月
号
、
六
五
頁
．

前
掲
「
三
年
来
的
人
民
監
察
工
作
」
、
二
一
～
二
二
頁
。

前
掲
「
第
二
次
全
国
監
察
工
作
会
議
」
、
六
五
頁
。

社
論
「
発
揮
人
民
監
察
工
作
的
威
力
掃
除
国
家
建
設
道
路
上
的
障
磯
」
、
『
人
民
目
報
』
、
一
九
五
三
年
三
月
一
一
日
。

前
掲
「
第
二
次
全
国
監
察
工
作
会
議
」
、
六
五
頁
。

前
掲
「
人
民
民
主
政
権
建
設
和
民
政
工
作
的
成
就
」
、
二
〇
頁
。

社
論
「
必
須
提
高
検
査
工
作
的
質
量
」
．
『
人
民
日
報
』
、
一
九
五
三
年
六
月
二
〇
日
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
五
頁
。

『
綱
要
』
、
二
六
七
頁
。
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重　莇衡舖禽曾蔀蕊旨己　　　　　　）　）　）　　）　）　 ）　）謝
の
意
を
表
し
た
い
。

『
概
要
』
、
一
二
五
～
一
二
七
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
五
頁
。

『
綱
要
』
、
二
六
七
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
五
頁
。

同
右
。

『
概
要
』
、
四
一
六
頁
。

「
幹
部
工
作
」
、
二
五
頁
．

本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
、
山
田
辰
雄
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
よ
り
御
指
導
並
び
に
格
別
の
御
配
慮
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
八
九
年
九
月
三
〇
目
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